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1
月
8
日
、
Ｄ
ｒ
ｅ
ａ
ｍ
オ
ー

シ
ャ
ン
総
合
体
育
館
で
令
和
4
年

度
明
和
町
二
十
歳
の
集
い
が
行
わ

れ
ま
し
た
。

令
和
4
年
4
月
か
ら
成
人
年
齢

は
20
歳
か
ら
18
歳
に
引
き
下
げ
ら

れ
ま
し
た
が
、
明
和
町
で
は
今

年
度
か
ら
成
人
式
を
「
明
和
町

二
十
歳
の
集
い
」
に
名
称
を
変
更

し
、
こ
れ
ま
で
ど
お
り
20
歳
を
対

象
に
開
催
し
ま
し
た
。
式
典
に
は

令
和
4
年
度

明
和
町
二
十
歳
の
集
い

２
１
４
人
が
出
席
し
ま
し
た
。

二
十
歳
の
集
い
代
表
の
橋
本
大

和
さ
ん
は
「
私
た
ち
も
こ
こ
明
和

町
か
ら
社
会
に
羽
ば
た
い
た
人
間

と
し
て
、
こ
の
場
に
集
う
仲
間
た

ち
と
と
も
に
こ
れ
か
ら
の
未
来
を

歩
ん
で
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。」

と
決
意
の
言
葉
を
述
べ
ま
し
た
。

式
典
の
最
後
に
は
、
小
学
校
区

ご
と
に
分
か
れ
て
の
記
念
撮
影
が

行
わ
れ
ま
し
た
。

１
月
15
日
（
日
）
第
16
回
美
し

国
三
重
市
町
対
抗
駅
伝

明
和
町

選
手
団
結
団
式
が
中
央
公
民
館
で

行
わ
れ
ま
し
た
。

20
人
の
選
手
と
監
督
・
コ
ー
チ

の
う
ち
、
17
人
が
参
加
し
、
選
手

代
表
の
世
古
口
大
我
選
手
（
大
淀

小
６
年
生
）
は
、「
全
員
の
心
を

１
つ
に
、
全
力
で
、
少
し
で
も
早

く
ゴ
ー
ル
ま
で
明
和
町
の
タ
ス
キ

を
つ
な
ぐ
こ
と
を
目
指
し
、
精
一

美
し
国
三
重
市
町
対
抗
駅
伝
結
団
式

杯
走
り
ま
す
」
と
決
意
表
明
し
、

明
和
町
選
手
団
の
結
束
を
誓
い
ま

し
た
。
そ
の
後
は
、
明
和
中
学
校

第
２
グ
ラ
ウ
ン
ド
で
初
め
て
の
合

同
練
習
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

ま
た
、１
月
10
日
（
火
）
に
は
、

結
団
式
に
先
立
ち
、
多
気
郡
農
業

協
同
組
合
か
ら
明
和
町
選
手
団
に

対
し
て
ス
ポ
ー
ツ
ド
リ
ン
ク
５

ケ
ー
ス
が
送
ら
れ
、
町
長
が
受
け

取
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
い

た
だ
い
た
品
物
は
、
選
手
団

の
練
習
等
で
活
用
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
す
。
あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
し
た
。

二
十
歳
を
迎
え
ら
れ
た
皆
さ

ん
、
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

※
当
日
の
様
子
は
、YouTube

（
明
和
町
公
式
動
画
）
で
3
月

末
ま
で
視
聴
可
能
で
す
。

広報めいわ 令和５年
（2023年） ２月号

まちの話題
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明
和
町
の
新
春
行
事
「
初
日
の

出
を
迎
え
る
会
」
が
大
淀
海
岸
で

行
わ
れ
、
初
日
の
出
を
一
目
見
よ

う
と
大
勢
が
訪
れ
ま
し
た
。

こ
の
催
し
は
例
年
、
太
鼓
の
演

奏
と
と
も
に
初
日
の
出
を
迎
え
、

新
年
の
幕
開
け
を
大
勢
で
祝
お
う

と
明
和
町
観
光
協
会
が
開
催
し
て

い
ま
す
。

陽
の
光
が
辺
り
を
照
ら
し
始
め

る
と
会
場
か
ら
声
が
上
が
り
、
訪

れ
た
人
た
ち
は
家
族
や
友
人
な
ど

と
新
年
の
幕
開
け
を
祝
っ
て
い
ま

し
た
。 新

春
の
空
に
初
日
昇
る

12
月
18
日
に
み
ん
な
の
食
堂

「
こ
む
す
び
舎
」
＠
め
い
わ
町
が

主
催
す
る
ク
リ
ス
マ
ス
会
と
Ｎ
Ｐ

Ｏ
設
立
記
念
式
典
が
い
つ
き
会
館

で
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

ク
リ
ス
マ
ス
会
＆
Ｎ
Ｐ
Ｏ
設
立
記
念
式
典
が

開
催
さ
れ
ま
し
た
！

ま
た
、
み
ん
な
の
食
堂
「
こ
む

す
び
舎
」
＠
め
い
わ
町
は
10
月
に

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
と
し
て
認
定
さ
れ
ま

し
た
。「
水
曜
日
開
放
」
や
「
イ

ン
グ
リ
ッ
シ
ュ
」、
未
就
学
児
対

象
の
「
こ
む
す
び
カ
フ
ェ
」

等
、
こ
れ
か
ら
も
子
ど
も
た

ち
や
地
域
の
方
の
居
場
所
と

し
て
活
動
し
て
い
く
と
の
こ

と
で
す
。
応
援
よ
ろ
し
く
お

願
い
し
ま
す
。

大
字
中
村
の
「
ブ
ラ
イ
ト
ガ
ー

デ
ン
明
和
」
内
に
「
三
重
明
和
イ

ン
キ
ュ
ベ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
」

が
オ
ー
プ
ン
し
ま
し
た
。

こ
の
施
設
は
、「
創
業・起
業
」、

「
テ
レ
ワ
ー
ク
な
ど
の
新
し
い
多

様
な
働
き
方
」、「
企
業
間
交
流
」

な
ど
を
推
進
す
る
た
め
の
イ
ン

キ
ュ
ベ
ー
シ
ョ
ン
・
コ
ワ
ー
キ
ン

グ
施
設
で
す
。

月
額
会
員
と
し
て
登
録
す
る
こ

「
三
重
明
和
イ
ン
キ
ュ
ベ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
」
が
オ
ー
プ
ン
し
ま
し
た
！

　
　
～
め
い
わ
の
人
・
情
報
の
ス
ク
ラ
ン
ブ
ル
交
差
点
を
目
指
し
て
～

と
で
利
用
が
可
能
な
シ
ェ
ア
オ

フ
ィ
ス
ス
ペ
ー
ス
、
ド
ロ
ッ
プ
イ

ン
（
時
間
貸
し
）
利
用
が
可
能
な

コ
ワ
ー
キ
ン
グ
ス
ペ
ー
ス
と
ミ
ー

テ
ィ
ン
グ
ス
ペ
ー
ス
な
ど
が
あ

り
、
施
設
の
利
用
者
が
飲
食
や
休

憩
な
ど
で
活
用
で
き
る
多
目
的
ス

ペ
ー
ス
も
備
え
て
い
ま
す
。（
時

間
貸
し
、
日
貸
し
は
今
後
ス
タ
ー

ト
予
定
）

今
後
は
、
都
市
部
な
ど
町
外
に

本
社
を
置
く
企
業
の
サ
テ
ラ
イ
ト

オ
フ
ィ
ス
と
し
て
の
利
活
用
や
、

町
を
訪
れ
た
ビ
ジ
ネ
ス
パ
ー
ソ
ン

な
ど
の
仕
事
場
、
新
規
起
業
や
創

業
を
予
定
し
て
い
る
方
へ
の
貸
し

オ
フ
ィ
ス
と
し
て
の
利
用
な
ど
を

促
進
し
、町
内
で
の
“
人
”
と
“
情

報
”
の
交
流
を
促
し
ま
す
。

※
イ
ン
キ
ュ
ベ
ー
シ
ョ
ン
︙
起
業

お
よ
び
事
業
の
創
出
を
サ
ポ
ー

ト
す
る
サ
ー
ビ
ス
・
活
動

お
問
い
合
わ
せ

三
重
明
和
イ
ン
キ
ュ
ベ
ー
シ
ョ
ン

セ
ン
タ
ー

☎
67

－

４
６
４
６

E-m
ail  info@

m
eiw

a-ic.com

広報めいわ 令和５年
（2023年） ２月号
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　国の令和４年度第２次補正予算が成立し、妊娠期から出
産・子育てまで一貫した伴走型相談支援と経済的支援を実
施することになりました。

伴走型支援…出産・育児の見通しを立てるための面談や継
続的な情報発信などを行います。

経済的支援…妊娠の届出や出産の届出を行った妊産婦に対
し、出産育児用品購入や、子育て支援サービ
ス利用負担軽減のための経済的支援（妊娠時
５万円、出産時５万円の計10万円）を行い
ます。

支給対象者　令和４年４月１日以降に妊娠届出された方
　　　　　　令和４年４月１日以降に出生した子どもの養

育者

　詳細が決まり次第、対象となる方には個別でお知らせし
ます。

出産・子育て応援交付金

健康あゆみ課　健康づくり係　☎52－7115

　第２弾マイナポイントキャンペーン申込み対象となるマ
イナンバーカード新規申請期限が、令和４年12月末から
『令和５年２月末』に延長されました！
　申請されていない方はぜひお申し込みください。

　マイナンバーカードがあれば、マイナポータルからオンラ
インでも転出の届出が可能です。詳しくは次の二次元コード
よりデジタル庁ホームページをご覧ください。
※マイナポータルを通じて転出届の提出をした

後は、転入先市区町村の窓口で転入届等の手
続が必要です。

申請期限が延長されました！
マイナンバーカード新規申請・マイナ
ポイントの申込みを忘れていませんか？

住民ほけん課　戸籍住民係　☎52－7114

○交付対象者
　町内で野菜、果樹または花き等を栽培する施設園芸農家
○交付対象燃油
　対象者が園芸用施設の加温のために、令和４年10月１
日から令和５年２月28日までに購入したことが証明でき
るＡ重油および灯油
○支援金額
　令和４年度基準単価（A重油：81.6円/ℓ、灯油：86.5
円/ℓ）を上回った額の1/4に相当する額（上限20万円）
○手続き等
　詳細は右の二次元コードから町ホームペー
ジをご覧いただくか、産業振興課へお問い合
わせください。

施設園芸等燃油価格高騰対策支援金

転出届は
マイナポータルからも可能に！

貨物自動車運送事業者燃料価格高騰対策支援金

新型コロナ関連各種支援金（農業・産業）のお知らせ

産業振興課　農水商工係　☎52－7118

○交付対象者
　町内に住所または所在を有する法人または個人事業主
で、令和４年７月１日時点で貨物自動車運送事業の許可
または届出を行っている事業者

○支援金額
　普通車、特種車１台につき   17,500円
　小型車、軽自動車１台につき  3,000円

※車種例は、いずれも道路運送車両法（昭和26年法律第
185号）の規定による。

○手続き等
　詳細は右の二次元コードから町ホームペー
ジをご覧いただくか、産業振興課へお問い合
わせください。

○交付対象者
　町内で肉牛または鶏を飼養する畜産農家

○支援金額
　交付単価（牛：5,000円、鶏：50円）×町内で飼養
する家畜頭（羽）数

○手続き等
　詳細は右の二次元コードから町ホームペー
ジをご覧いただくか、産業振興課へお問い合
わせください。

畜産農家経営支援金

　新型コロナウイルスやロシア・ウクライナ紛争等の影響により、あらゆる物価の高騰が起こっています。特に農業
関連の資材や燃油の価格が高騰しており、農家や関連する事業者の経営に大きな影響が出ていることから、下記のと
おり支援金を交付することになりました。

広報めいわ 令和５年
（2023年） ２月号

お 知 ら せ
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新型コロナワクチン接種のお知らせ
町ホームページ

集団接種会場（松阪ショッピングセンターマーム）で「予約なし接種」を行っています
お仕事の都合などで予約が取りにくい方などに対して、予約がなくても当日受付で接種が受けられる「予約なし接種」
を行っています。当日は接種券と本人確認書類を必ずご持参ください。なお、３月以降の「予約なし接種」の開催は
未定です。

※この内容は１月17日（火）時点の情報となるため、大きく変更する場合があります。
※最新情報は町ホームページでご確認ください。

集団接種会場（松阪ショッピングセンターマーム）の開催予定

新型コロナワクチン接種に関するお問い合わせは下記コールセンターへお願いします。
☎０１２０－５３－５

コ ロ ナ

６７０
ゼ ロ

月曜～金曜日／午前９時～午後８時（祝日を除く）　  日曜日／午前９時～午後５時

新型コロナウイルス感染症に関するお問い合わせ
●発熱等の症状がある方
　受診・相談/松阪保健所　☎0598－50－0518（24時間対応：土日祝も含む）
　電話相談が難しい場合は、新型コロナウイルス感染症対策本部事務局へ

kansenta@pref.mie.lg.jp       ＦＡＸ   059－224－2558

●新型コロナウイルス感染症と診断された方、濃厚接触者に特定された方
　新型コロナウイルス感染症特設サイトをご確認ください。

会場（集団接種会場） 使用ワクチン 実施日・受付時間（２月） 定員
松阪ショッピングセンター
マーム

モデルナ社オミクロン株
対応ワクチン

金曜日　午後２時から３時半まで 各日先着
20人12日（日）午前10時から11時半まで

開催月 主に使用するワクチン 開催日

２月
モデルナ社オミクロン株対応ワクチン 金曜日、12日

ファイザー社（５歳から11歳用） ５日、26日

【対象者】次の３つのすべてに該当する方
①前回接種日から３か月以上経過している12歳以上の方
②松阪市または多気郡３町に住民票があり３回目、４回目または５回目の接種券をお持ちの方
③オミクロン株対応ワクチンを一度も接種されたことのない方
※最新の実施日および「予約なし接種」の残枠状況は、松阪市ホームページでご確認ください。
※追加接種（３・４・５回目）のみ受け付けています。１・２回目接種がまだの方は、ご利用いただけません。

※２月19日は「美し国三重市町対抗駅伝」開催のため、集団接種は中止します。
※集団接種会場の他に、病院やクリニックでも接種できます。

広報１月号で掲載した２月の集団接種会場の開催日が変更になります。

特設サイト

松阪市ホームページ

（有料広告）

伊勢市小俣町宮前704の3

広報めいわ 令和５年
（2023年） ２月号

お 知 ら せ
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町
で
は
、
将
来
の
望
ま
し
い
ま

ち
の
姿
を
実
現
す
る
た
め
、
今
後

10
年
間
の
都
市
計
画
分
野
に
お
け

る
基
本
的
な
方
針
と
な
る
都
市
計

画
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
の
改
定
に
向

け
た
検
討
を
行
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
度
、
改
定
の
案
が
ま
と
ま

り
ま
し
た
の
で
、
そ
の
内
容
を
お

知
ら
せ
す
る
と
と
も
に
、
町
民
の

皆
さ
ま
か
ら
の
ご
意
見
・
ご
提
案

を
募
集
し
ま
す
。

改
定
案
の
内
容
は
募
集
期
間

中
、
二
次
元
コ
ー
ド
先
の
町
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
ま
た
は
、
ま
ち
づ
く
り

戦
略
課
窓
口
で
閲
覧
で
き
ま
す
。

ご
意
見
は
、「
住
所
（
任
意
）」、

「
氏
名
（
任
意
）」、「
表
題
」、「
意

見
」
を
明
記
の
上
、
提
出
先
ま
で

直
接
、
ま
た
は
郵
便
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
、

E-m
ail

、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
意
見

フ
ォ
ー
ム
の
い
ず
れ
か
に
よ
り
お

送
り
く
だ
さ
い
。（
様
式
、
字
数

の
制
限
は
あ
り
ま
せ
ん
）

な
お
、
意
見
を
提
出
い
た
だ
け

る
方
は
、
町
内
に
在
住
・
在
勤
の

方
、
町
内
に
事
業
所
等
を
持
つ
法

人
や
そ
の
他
団
体
の
方
に
限
ら

せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

お
寄
せ
い
た
だ
い
た
意
見
は
、

各
計
画
の
取
り
ま
と
め
に
活
用

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

意
見
に
対
す
る
町
の
考
え
方

は
、
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
で
お
示

し
す
る
予
定
で
す
が
、
ご
本
人
へ

の
個
別
の
回
答
は
し
ま
せ
ん
の

で
ご
了
承
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
提

出
い
た
だ
い
た
意
見
の
原
稿
は

返
却
し
ま
せ
ん
。

明
和
町
都
市
計
画
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
の
改
定
（
案
）

に
関
す
る
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
を
実
施
し
ま
す

意
見
募
集
期
間

1
月
23
日（
月
）~
2
月
13
日（
月
）

意
見
の
提
出
先

明
和
町

ま
ち
づ
く
り
戦
略
課　
　

〒
５
１
５

－

０
３
３
２

明
和
町
大
字
馬
之
上
９
４
５

︿
Ｆ
Ａ
Ｘ
﹀
52

－

７
１
３
３

︿E-m
ail

﹀senryaku@
tow

n.m
ie-m

eiw
a.lg.jp

※
個
人
情
報
等
の
取
り
扱
い

意
見
は
、
各
計
画
の
策
定
業
務

の
み
に
使
用
し
、
住
所
、
氏
名
等

の
個
人
情
報
は
、
明
和
町
個
人
情

報
保
護
条
例
に
従
っ
て
適
切
に
管

理
し
公
表
し
ま
せ
ん
。
ま
た
、
提

出
さ
れ
た
意
見
の
公
表
に
よ
り
、

個
人
ま
た
は
法
人
の
権
利
、
競
争

上
の
地
位
そ
の
他
正
当
な
利
益
を

害
す
る
恐
れ
の
あ
る
も
の
に
つ
い

て
は
、
そ
の
全
部
ま
た
は
一
部
を

公
表
し
ま
せ
ん
。

町ホームページ

現
在
、
令
和
８
年
度
に
開
校
・

開
園
予
定
の
第
１
期
再
編
小
学
校

等
の
設
計
・
施
工
事
業
者
を
、
公

募
型
プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル
に
よ
り
選
定

中
で
、
令
和
５
年
度
か
ら
は
設
計

業
務
を
行
う
予
定
で
す
。

設
計
業
務
を
進
め
る
に
あ
た
っ

て
は
、
可
能
な
限
り
皆
さ
ま
の
ご

意
見
を
う
か
が
い
な
が
ら
進
め
て

い
き
た
い
と
考
え
て
お
り
、
ワ
ー

ク
シ
ョ
ッ
プ
を
行
い
ま
す
。

設
計
者
の
提
案
を
聞
き
、
ど
ん

な
建
物
に
な
る
の
か
イ
メ
ー
ジ

し
な
が
ら
、
皆
さ
ま
と
よ
り
良
い

施
設
を
つ
く
っ
て
い
き
た
い
と

思
い
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
ご
参
加
く

だ
さ
い
。

※
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
と
は
、
参
加

者
の
主
体
性
を
活
か
し
て
、
参

加
者
ど
う
し
で
話
し
合
い
を

行
い
、
参
加
者
の
意
見
を
ま
と

め
て
い
く
こ
と
で
す
。

１
.
実
施
時
期

令
和
５
年
５
月
~
10
月
の
期
間

新
し
い
小
学
校
等
の
設
計
に
関
す
る

ワ
ー
ク
シ
ョッ
プ
の
メ
ン
バ
ー
を
募
集
し
ま
す
！

※
日
程
な
ど
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

の
詳
細
は
、
事
業
者
決
定
（
３

月
予
定
）
後
に
町
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
等
に
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

２
.
申
込
条
件

町
内
在
住
、
在
勤
、
在
学
の
方

３
.
申
込
方
法

必
要
事
項
を
記
入
の
上
、
持

参
、
郵
送
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
、
電
子
メ
ー

ル
、
申
込
フ
ォ
ー
ム
の
い
ず
れ
か

４
.
申
込
締
切

令
和
５
年
３
月
28
日
（
火
）

※
申
込
者
多
数
の
場
合
は
調
整
さ

せ
て
頂
く
場
合
が
あ
り
ま
す
。

︿
申
込
・
問
合
せ
﹀

小
学
校
区
編
制
推
進
室
（
☎
63

－

５
４
６
０
）

〇
ゆ
ず
マ
フ
ィ
ン
と
焼
き
菓
子
を
作

ろ
う
！

大
切
な
人
へ
の
贈
り
物
に
、
ま

た
自
分
へ
の
ご
褒
美
に
。
愛
情

た
っ
ぷ
り
の
お
菓
子
を
お
持
ち
帰

り
い
た
だ
き
ま
す
。
笑
顔
が
こ
ぼ

れ
る
こ
と
間
違
い
な
い
で
す
。

■
日

時

３
月
13
日
（
月
）　　

午
後
１
時
30
分
~
４
時

■
場

所

人
権
セ
ン
タ
ー
調
理

室
■
定

員

各
12
人
（
先
着
順
）

■
講

師

太
田  

奈
美
子
さ
ん

■
参
加
費

１
︐０
０
０
円

■
持
ち
物

エ
プ
ロ
ン・三
角
巾・

厚
手
の
ふ
き
ん
３
枚

■
申
込
期
間

２
月
15
日
（
水
）

~
24
日
（
金
）

※
受
講
資
格
は
町
内
在
住
ま
た
は

在
勤
の
20
歳
以
上
の
人
と
し
、

申
込
期
間
の
平
日
、
午
前
９
時

~
午
後
５
時
に
直
接
、
ま
た
は

電
話
で
町
人
権
セ
ン
タ
ー
へ

お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。
１
回

の
申
し
込
み
に
つ
き
、
１
人
分

の
参
加
を
受
け
付
け
ま
す
。

20
歳
未
満
の
方
が
受
講
を
希

望
さ
れ
る
場
合
は
前
も
っ
て

ご
相
談
く
だ
さ
い
。

参
加
費
は
お
つ
り
の
い
ら
な
い

よ
う
︑ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
︒

な
お
、
申
し
込
み
が
過
半
数
に

満
た
な
い
場
合
は
、
や
む
を
得
ず

中
止
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
が

あ
り
ま
す
。

詳
し
く
は
、
町
人
権
セ
ン
タ
ー

（
☎
55

－

３
０
５
２
）
へ
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

楽
し
い
手
作
り
教
室
の
参
加
者
を
募
集

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

   

【
皆
さ
ん

お
気
軽
に
ご
参
加
を
】

ひと・まち・
ふれあい企画

町人権
センター

（有料広告）

広報めいわ 令和５年
（2023年） ２月号

お 知 ら せ
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ワクチン名 接種回数 対象者

MR（麻しん・風しん）第２期 １回
５歳以上７歳未満の者で次年度に小学校へ入学する児（年長児）
※令和５年３月31日までに受けてください

DT 二種混合（ジフテリア・破傷風）第２期
日本脳炎第2期 １回

二種混合…11歳以上 13歳未満
日本脳炎… ９ 歳以上 13歳未満
※13歳になる誕生日の前日までに受けてください

【令和４年度の定期接種対象者】
　過去に成人用肺炎球菌ワクチン（23 価）を接種したことがなく、下記の対象年齢に該当する人

高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種はお済みですか？

MR・DT予防接種はお早めに
ＭＲ（麻しん・風しん）第 2 期予防接種の接種終了時期が近づいています。
ＤＴ 二種混合（ジフテリア・破傷風）第 2 期・日本脳炎第２期予防接種もお早目に接種をお願いします。

【接種場所】予防接種を実施している医療機関（三重県内）
※母子健康手帳で接種状況を確認してください。
※接種を希望する方は予診票が必要となりますので、予診票をお持ちでない方は母子健康手帳を持参の上、健康

あゆみ課窓口までお越しください。

健康あゆみ課　健康づくり係　☎52－7115

健康あゆみ課　健康づくり係　☎52－7115

　接種時点で満 60 歳以上 65 歳未満で、心臓・腎臓・呼吸器のいずれかの機能に自己の身辺の日常生活が極度
に制限される程度の障がいを有する人、またはヒト免疫不全ウイルスにより免疫機能に日常生活がほとんど不可
能な程度の障がいを有する人も接種できます。
【接種料金】3,000 円（生活保護の方は無料）
【接種場所】高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種実施医療機関（三重県内）

対象年齢 生年月日 対象年齢 生年月日
65歳 昭和32年４月２日生～昭和33年４月１日生 85歳 昭和12年４月２日生～昭和13年４月１日生
70歳 昭和27年４月２日生～昭和28年４月１日生 90歳 昭和 ７ 年４月２日生～昭和 ８ 年４月１日生
75歳 昭和22年４月２日生～昭和23年４月１日生 95歳 昭和 ２ 年４月２日生～昭和 ３ 年４月１日生
80歳 昭和17年４月２日生～昭和18年４月１日生 100歳 大正11年４月２日生～大正12年４月１日生

　　　　　　　　４町共通デジタル地域通貨
「美村ＰＡＹ」が１月27日（金）スタート！

　「美村ＰＡＹ」は、多気町・大台町・度会町・明和町で利用できる 4 町共通キャッシュ
レス決済機能で、消費活動・経済循環を促進させるとともに、地域住民・事業者間の「つ
ながり」、「新たな活動の推進」につながることを目的にしたデジタル地域通貨です。
　詳細については、町ホームページをご覧いただくか、自治会回覧のチラシをご覧ください。
⃝お問い合わせ　株式会社三十三銀行「美村ＰＡＹ」事務局
　　　　　　　　☎ 059 － 354 － 7158（受付期間：平日午前９時～午後５時）

スマートフォンで使える

（有料広告）（有料広告）

広報めいわ 令和５年
（2023年） ２月号

お 知 ら せ
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所
得
税
確
定
申
告
の

  

相
談
・
内
容
等

所得税
確定申告

町・県民税
申告相談

令
和
４
年  

所
得
税
と
町
・
県
民
税（
住
民
税
）の
申
告

松
阪
税
務
署（
☎
０
５
９
８

－

52

－

３
０
２
１
）
明
和
町
税
務
課（
☎
52

－

７
１
１
３
）

◎
会
場
・
内
容
等

①
松
阪
税
務
署（
松
阪
合
同
庁
舎
）

■
期
間

２
月
16
日（
木
）~

３
月
15
日（
水
）

※
土
日
祝
日
は
除
く
。

■
相
談
時
間

午
前
９
時
~
午
後

５
時（
入
場
整
理
券
方
式・昼
休
み

対
応
あ
り
）

※
入
場
整
理
券
は
当
日
配
布
ま
た

は
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
ア
プ
リ
を
使
っ
た

オ
ン
ラ
イ
ン
事
前
発
行
で
取
得

す
る
こ
と
で
、
待
ち
時
間
な
く

申
告
相
談
を
す

る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

松
阪
税
務
署
で
は
全
項
目
の
申

告
・
相
談
が
可
能
で
す
。
譲
渡

所
得（
株
式
等
の
資
産
譲
渡
も
含

む
）、
営
業
所
得
・
住
宅
借
入
金

等
特
別
控
除
に
関
す
る
申
告
も
取

り
扱
い
ま
す
。
た
だ
し
、
町
・
県

民
税（
住
民
税
）申
告
の
相
談
は
、

役
場
研
修
室
会
場
へ
お
越
し
く
だ

さ
い
。

②
役
場
研
修
室

■
期
間

２
月
16
日（
木
）~

３
月
15
日（
水
）

※
土
日
祝
日
は
除
く
。

■
受
付
時
間

午
前
８
時
30
分
~

11
時
・
午
後
０
時
30
分
~
午
後

４
時
。
受
付
順
に
番
号
札
を
お

渡
し
し
ま
す
。
午
前
中
の
受
付

は
50
番
で
終
了
し
ま
す
。

（
相
談
時
間
=
午
前
９
時
~
午

後
５
時
。
な
お
、
正
午
~
午
後

１
時
は
職
員
の
対
応
と
補
助
は

あ
り
ま
せ
ん
。）

役
場
研
修
室
会
場
で
は
、
住
民

税
申
告
と
簡
易
な
確
定
申
告
の
相

談
・
受
け
付
け
を
行
い
ま
す
。

※
譲
渡
所
得
・
山
林
所
得
・
贈
与

税
に
関
す
る
相
談
は
、
松
阪
税

務
署
で
行
い
ま
す
。

な
お
、
営
業
所
得
・
住
宅
借
入

金
等
特
別
控
除
の
申
告
に
つ
い
て

は
、２
月
21
日（
火
）と
22
日（
水
）

の
２
日
間
に
限
り
税
理
士
に
よ
る

無
料
相
談
が
可
能
で
す
。（
次
頁

参
照
）

松
阪
税
務
署
と
明
和
町
で
は
、

所
得
税
と
町・県
民
税
（
住
民
税
）

の
申
告
相
談
・
申
告
受
け
付
け
を

次
の
と
お
り
行
い
ま
す
。
ま
た
、

申
告
書
は
郵
送
で
も
提
出
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

各
相
談
会
場
は
、
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
を
講
じ
た

上
で
開
設
し
ま
す
。
来
場
さ
れ
る

人
は
、
次
の
感
染
症
対
策
に
ご
協

力
を
お
願
い
し
ま
す
。

◇
検
温
を
実
施
し
、

37.5
度
以
上
の

発
熱
が
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、

入
場
を
お
断
り
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
す
。
発
熱
等
の
症
状
の
あ

る
人
や
体
調
の
す
ぐ
れ
な
い
人

は
来
場
を
控
え
て
い
た
だ
く
よ

う
お
願
い
し
ま
す
。

◇
マ
ス
ク
を
着
用
し
、
入
口
等
で

手
指
ア
ル
コ
ー
ル
消
毒
を
お
願

い
し
ま
す
。

◇
で
き
る
限
り
少
人
数
で
お
越
し

く
だ
さ
い
。

◇
筆
記
用
具
お
よ
び
計
算
器
具
を

ご
持
参
く
だ
さ
い
。

申
告
に
持
参
す
る
も
の

税
務
署
か
ら
届
い
た
確
定
申
告

の
お
知
ら
せ
ハ
ガ
キ
や
申
告
書
の

ほ
か
に
、次
の
も
の
が
必
要
で
す
。

■
申
告
者
全
員

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
。
個
人

番
号
通
知
カ
ー
ド
の
場
合
は
運
転

免
許
証
等
の
身
分
証
明
書
を
合
わ

せ
て
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

■
給
与
所
得
者
・
年
金
所
得
者

源
泉
徴
収
票

■
事
業
を
し
て
い
る
人

収
支
内
訳
書
、
収
入
金
額
お
よ

び
必
要
経
費
が
わ
か
る
も
の
（
事

前
に
収
入
金
額
や
必
要
経
費
等
の

集
計
を
お
願
い
し
ま
す
。）

■
医
療
費
控
除
を
受
け
よ
う
と
す

る
人

「
医
療
費
控
除
の

明
細
書
」に
ま
と
め

て
記
載
し
た
も
の

（
な
お
、セ
ル
フ
メ
デ
ィ
ケ
ー
シ
ョ

ン
税
制
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す

る
場
合
は
、
セ
ル
フ
メ
デ
ィ
ケ
ー

シ
ョ
ン
税
制
の
明
細
書
と
必
要
書

類
。
た
だ
し
、
通
常
の
医
療
費
控

除
と
の
併
用
適
用
は
で
き
ま
せ

ん
。）

■
社
会
保
険
料
控
除
を
受
け
よ
う

と
す
る
人

国
民
年
金
保
険
料
は
、
日
本
年

金
機
構
か
ら
送
付
さ
れ
た
「
控
除

証
明
書
」
ま
た
は
領
収
書
。
そ
の

他
の
社
会
保
険
料
は
、
支
払
金
額

が
確
認
で
き
る
も
の

■
生
命
保
険
料
控
除
︑
地
震
保
険

料
控
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
人

生
命
保
険
料
控
除
証
明
書
、
地

震
保
険
料
控
除
証
明
書
等

■
配
偶
者
特
別
控
除
を
受
け
よ
う

と
す
る
人

配
偶
者
の
所
得
金
額
が
分
か
る

も
の

■
寄
付
金
控
除
を
受
け
よ
う
と
す

る
人

控
除
の
対
象
と
な
る
寄
付
金
の

領
収
書
ま
た
は
証
明
書

■
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
を
受

け
よ
う
と
す
る
人

「
住
宅
借
入
金
等

特
別
控
除
チ
ェ
ッ
ク

表
」
を
参
照

■
所
得
税
の
還
付
申
告
を
し
よ
う

と
す
る
人

本
人
の
還
付
金
の
振
込
先
の
口

座
番
号
の
分
か
る
も
の

※
所
得
税
確
定
申
告
に
つ
い
て
、

詳
し
く
は
松
阪
税
務
署（
☎

０
５
９
８

－

52

－

３
０
２
１
、

自
動
音
声
案
内
後「
０
」
を
選

択
）へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

～
申
告
相
談
会
場
に
行
か
な
く
て
も
確
定
申
告
は
で
き
ま
す
～

国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
利
用
し
て
確
定
申
告
書
が
作
成
で
き
ま
す
。
ま
た
、

ス
マ
ホ
や
、自
宅
の
パ
ソ
コ
ン
か
らe-Tax

（
電
子
申
告
）に
よ
り
提
出
が
で
き
ま
す
。

確定申告書等
作成コーナ

国税庁 LINE
公式アカウント

申
告
を
す
る
場
合
は
、
ス
マ
ホ
申

告
が
便
利
で
す
。

無
料
税
理
士
相
談
日
（
次
頁
参

照
）
に
合
わ
せ
て
、
税
務
署
職
員

が
操
作
の
お
手
伝
い
を
し
ま
す
。

希
望
さ
れ
る
人
は
、
ス
マ
ホ
・
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
持
参
の

上
、
当
日
、
受
付
に
て
お
申
し
出

く
だ
さ
い
。

明細書

チェック表

ス
マ
ホ
申
告
体
験
会

給
与
ま
た
は
公
的
年
金
の
所
得

が
あ
る
人
で
、「
ふ
る
さ
と
納
税
」

や
「
医
療
費
控
除
」
な
ど
の
確
定
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所
得
税
確
定
申
告
の

  

相
談
・
内
容
等

所得税
確定申告

町・県民税
申告相談

令
和
４
年  

所
得
税
と
町
・
県
民
税（
住
民
税
）の
申
告

松
阪
税
務
署（
☎
０
５
９
８

－

52

－

３
０
２
１
）
明
和
町
税
務
課（
☎
52

－

７
１
１
３
）

◎
会
場
・
内
容
等

①
松
阪
税
務
署（
松
阪
合
同
庁
舎
）

■
期
間

２
月
16
日（
木
）〜

３
月
15
日（
水
）

※
土
日
祝
日
は
除
く
。

■
相
談
時
間

午
前
９
時
〜
午
後

５
時（
入
場
整
理
券
方
式・昼
休
み

対
応
あ
り
）

※
入
場
整
理
券
は
当
日
配
布
ま
た

は
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
ア
プ
リ
を
使
っ
た

オ
ン
ラ
イ
ン
事
前
発
行
で
取
得

す
る
こ
と
で
、
待
ち
時
間
な
く

申
告
相
談
を
す

る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

松
阪
税
務
署
で
は
全
項
目
の
申

告
・
相
談
が
可
能
で
す
。
譲
渡

所
得（
株
式
等
の
資
産
譲
渡
も
含

む
）、
営
業
所
得
・
住
宅
借
入
金

等
特
別
控
除
に
関
す
る
申
告
も
取

り
扱
い
ま
す
。
た
だ
し
、
町
・
県

民
税（
住
民
税
）申
告
の
相
談
は
、

役
場
研
修
室
会
場
へ
お
越
し
く
だ

さ
い
。

②
役
場
研
修
室

■
期
間

２
月
16
日（
木
）〜

３
月
15
日（
水
）

※
土
日
祝
日
は
除
く
。

■
受
付
時
間

午
前
８
時
30
分
〜

11
時
・
午
後
０
時
30
分
〜
午
後

４
時
。
受
付
順
に
番
号
札
を
お

渡
し
し
ま
す
。
午
前
中
の
受
付

は
50
番
で
終
了
し
ま
す
。

（
相
談
時
間
＝
午
前
９
時
〜
午

後
５
時
。
な
お
、
正
午
〜
午
後

１
時
は
職
員
の
対
応
と
補
助
は

あ
り
ま
せ
ん
。）

役
場
研
修
室
会
場
で
は
、
住
民

税
申
告
と
簡
易
な
確
定
申
告
の
相

談
・
受
け
付
け
を
行
い
ま
す
。

※
譲
渡
所
得
・
山
林
所
得
・
贈
与

税
に
関
す
る
相
談
は
、
松
阪
税

務
署
で
行
い
ま
す
。

な
お
、
営
業
所
得
・
住
宅
借
入

金
等
特
別
控
除
の
申
告
に
つ
い
て

は
、２
月
21
日（
火
）と
22
日（
水
）

の
２
日
間
に
限
り
税
理
士
に
よ
る

無
料
相
談
が
可
能
で
す
。（
次
頁

参
照
）

松
阪
税
務
署
と
明
和
町
で
は
、

所
得
税
と
町・県
民
税
（
住
民
税
）

の
申
告
相
談
・
申
告
受
け
付
け
を

次
の
と
お
り
行
い
ま
す
。
ま
た
、

申
告
書
は
郵
送
で
も
提
出
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

各
相
談
会
場
は
、
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
を
講
じ
た

上
で
開
設
し
ま
す
。
来
場
さ
れ
る

人
は
、
次
の
感
染
症
対
策
に
ご
協

力
を
お
願
い
し
ま
す
。

◇
検
温
を
実
施
し
、

37.5
度
以
上
の

発
熱
が
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、

入
場
を
お
断
り
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
す
。
発
熱
等
の
症
状
の
あ

る
人
や
体
調
の
す
ぐ
れ
な
い
人

は
来
場
を
控
え
て
い
た
だ
く
よ

う
お
願
い
し
ま
す
。

◇
マ
ス
ク
を
着
用
し
、
入
口
等
で

手
指
ア
ル
コ
ー
ル
消
毒
を
お
願

い
し
ま
す
。

◇
で
き
る
限
り
少
人
数
で
お
越
し

く
だ
さ
い
。

◇
筆
記
用
具
お
よ
び
計
算
器
具
を

ご
持
参
く
だ
さ
い
。

申
告
に
持
参
す
る
も
の

税
務
署
か
ら
届
い
た
確
定
申
告

の
お
知
ら
せ
ハ
ガ
キ
や
申
告
書
の

ほ
か
に
、次
の
も
の
が
必
要
で
す
。

■
申
告
者
全
員

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
。
個
人

番
号
通
知
カ
ー
ド
の
場
合
は
運
転

免
許
証
等
の
身
分
証
明
書
を
合
わ

せ
て
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

■
給
与
所
得
者
・
年
金
所
得
者

源
泉
徴
収
票

■
事
業
を
し
て
い
る
人

収
支
内
訳
書
、
収
入
金
額
お
よ

び
必
要
経
費
が
わ
か
る
も
の
（
事

前
に
収
入
金
額
や
必
要
経
費
等
の

集
計
を
お
願
い
し
ま
す
。）

■
医
療
費
控
除
を
受
け
よ
う
と
す

る
人

「
医
療
費
控
除
の

明
細
書
」に
ま
と
め

て
記
載
し
た
も
の

（
な
お
、セ
ル
フ
メ
デ
ィ
ケ
ー
シ
ョ

ン
税
制
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す

る
場
合
は
、
セ
ル
フ
メ
デ
ィ
ケ
ー

シ
ョ
ン
税
制
の
明
細
書
と
必
要
書

類
。
た
だ
し
、
通
常
の
医
療
費
控

除
と
の
併
用
適
用
は
で
き
ま
せ

ん
。）

■
社
会
保
険
料
控
除
を
受
け
よ
う

と
す
る
人

国
民
年
金
保
険
料
は
、
日
本
年

金
機
構
か
ら
送
付
さ
れ
た
「
控
除

証
明
書
」
ま
た
は
領
収
書
。
そ
の

他
の
社
会
保
険
料
は
、
支
払
金
額

が
確
認
で
き
る
も
の

■
生
命
保
険
料
控
除
、
地
震
保
険

料
控
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
人

生
命
保
険
料
控
除
証
明
書
、
地

震
保
険
料
控
除
証
明
書
等

■
配
偶
者
特
別
控
除
を
受
け
よ
う

と
す
る
人

配
偶
者
の
所
得
金
額
が
分
か
る

も
の

■
寄
付
金
控
除
を
受
け
よ
う
と
す

る
人

控
除
の
対
象
と
な
る
寄
付
金
の

領
収
書
ま
た
は
証
明
書

■
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
を
受

け
よ
う
と
す
る
人

「
住
宅
借
入
金
等

特
別
控
除
チ
ェ
ッ
ク

表
」
を
参
照

■
所
得
税
の
還
付
申
告
を
し
よ
う

と
す
る
人

本
人
の
還
付
金
の
振
込
先
の
口

座
番
号
の
分
か
る
も
の

※
所
得
税
確
定
申
告
に
つ
い
て
、

詳
し
く
は
松
阪
税
務
署（
☎

０
５
９
８

－

52

－

３
０
２
１
、

自
動
音
声
案
内
後「
０
」
を
選

択
）へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

〜
申
告
相
談
会
場
に
行
か
な
く
て
も
確
定
申
告
は
で
き
ま
す
〜

国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
利
用
し
て
確
定
申
告
書
が
作
成
で
き
ま
す
。
ま
た
、

ス
マ
ホ
や
、自
宅
の
パ
ソ
コ
ン
か
らe-Tax

（
電
子
申
告
）に
よ
り
提
出
が
で
き
ま
す
。

確定申告書等
作成コーナ

国税庁 LINE
公式アカウント

申
告
を
す
る
場
合
は
、
ス
マ
ホ
申

告
が
便
利
で
す
。

無
料
税
理
士
相
談
日
（
次
頁
参

照
）
に
合
わ
せ
て
、
税
務
署
職
員

が
操
作
の
お
手
伝
い
を
し
ま
す
。

希
望
さ
れ
る
人
は
、
ス
マ
ホ
・
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
持
参
の

上
、
当
日
、
受
付
に
て
お
申
し
出

く
だ
さ
い
。

明細書

チェック表

ス
マ
ホ
申
告
体
験
会

給
与
ま
た
は
公
的
年
金
の
所
得

が
あ
る
人
で
、「
ふ
る
さ
と
納
税
」

や
「
医
療
費
控
除
」
な
ど
の
確
定
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所
得
税
確
定
申
告
の

  

相
談
・
内
容
等

所得税
確定申告

町・県民税
申告相談

令
和
４
年  

所
得
税
と
町
・
県
民
税（
住
民
税
）の
申
告

松
阪
税
務
署（
☎
０
５
９
８

－

52

－

３
０
２
１
）
明
和
町
税
務
課（
☎
52

－

７
１
１
３
）

◎
会
場
・
内
容
等

①
松
阪
税
務
署（
松
阪
合
同
庁
舎
）

■
期
間

２
月
16
日（
木
）〜

３
月
15
日（
水
）

※
土
日
祝
日
は
除
く
。

■
相
談
時
間

午
前
９
時
〜
午
後

５
時（
入
場
整
理
券
方
式・昼
休
み

対
応
あ
り
）

※
入
場
整
理
券
は
当
日
配
布
ま
た

は
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
ア
プ
リ
を
使
っ
た

オ
ン
ラ
イ
ン
事
前
発
行
で
取
得

す
る
こ
と
で
、
待
ち
時
間
な
く

申
告
相
談
を
す

る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

松
阪
税
務
署
で
は
全
項
目
の
申

告
・
相
談
が
可
能
で
す
。
譲
渡

所
得（
株
式
等
の
資
産
譲
渡
も
含

む
）、
営
業
所
得
・
住
宅
借
入
金

等
特
別
控
除
に
関
す
る
申
告
も
取

り
扱
い
ま
す
。
た
だ
し
、
町
・
県

民
税（
住
民
税
）申
告
の
相
談
は
、

役
場
研
修
室
会
場
へ
お
越
し
く
だ

さ
い
。

②
役
場
研
修
室

■
期
間

２
月
16
日（
木
）〜

３
月
15
日（
水
）

※
土
日
祝
日
は
除
く
。

■
受
付
時
間

午
前
８
時
30
分
〜

11
時
・
午
後
０
時
30
分
〜
午
後

４
時
。
受
付
順
に
番
号
札
を
お

渡
し
し
ま
す
。
午
前
中
の
受
付

は
50
番
で
終
了
し
ま
す
。

（
相
談
時
間
＝
午
前
９
時
〜
午

後
５
時
。
な
お
、
正
午
〜
午
後

１
時
は
職
員
の
対
応
と
補
助
は

あ
り
ま
せ
ん
。）

役
場
研
修
室
会
場
で
は
、
住
民

税
申
告
と
簡
易
な
確
定
申
告
の
相

談
・
受
け
付
け
を
行
い
ま
す
。

※
譲
渡
所
得
・
山
林
所
得
・
贈
与

税
に
関
す
る
相
談
は
、
松
阪
税

務
署
で
行
い
ま
す
。

な
お
、
営
業
所
得
・
住
宅
借
入

金
等
特
別
控
除
の
申
告
に
つ
い
て

は
、２
月
21
日（
火
）と
22
日（
水
）

の
２
日
間
に
限
り
税
理
士
に
よ
る

無
料
相
談
が
可
能
で
す
。（
次
頁

参
照
）

松
阪
税
務
署
と
明
和
町
で
は
、

所
得
税
と
町・県
民
税
（
住
民
税
）

の
申
告
相
談
・
申
告
受
け
付
け
を

次
の
と
お
り
行
い
ま
す
。
ま
た
、

申
告
書
は
郵
送
で
も
提
出
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

各
相
談
会
場
は
、
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
を
講
じ
た

上
で
開
設
し
ま
す
。
来
場
さ
れ
る

人
は
、
次
の
感
染
症
対
策
に
ご
協

力
を
お
願
い
し
ま
す
。

◇
検
温
を
実
施
し
、

37.5
度
以
上
の

発
熱
が
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、

入
場
を
お
断
り
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
す
。
発
熱
等
の
症
状
の
あ

る
人
や
体
調
の
す
ぐ
れ
な
い
人

は
来
場
を
控
え
て
い
た
だ
く
よ

う
お
願
い
し
ま
す
。

◇
マ
ス
ク
を
着
用
し
、
入
口
等
で

手
指
ア
ル
コ
ー
ル
消
毒
を
お
願

い
し
ま
す
。

◇
で
き
る
限
り
少
人
数
で
お
越
し

く
だ
さ
い
。

◇
筆
記
用
具
お
よ
び
計
算
器
具
を

ご
持
参
く
だ
さ
い
。

申
告
に
持
参
す
る
も
の

税
務
署
か
ら
届
い
た
確
定
申
告

の
お
知
ら
せ
ハ
ガ
キ
や
申
告
書
の

ほ
か
に
、次
の
も
の
が
必
要
で
す
。

■
申
告
者
全
員

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
。
個
人

番
号
通
知
カ
ー
ド
の
場
合
は
運
転

免
許
証
等
の
身
分
証
明
書
を
合
わ

せ
て
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

■
給
与
所
得
者
・
年
金
所
得
者

源
泉
徴
収
票

■
事
業
を
し
て
い
る
人

収
支
内
訳
書
、
収
入
金
額
お
よ

び
必
要
経
費
が
わ
か
る
も
の
（
事

前
に
収
入
金
額
や
必
要
経
費
等
の

集
計
を
お
願
い
し
ま
す
。）

■
医
療
費
控
除
を
受
け
よ
う
と
す

る
人

「
医
療
費
控
除
の

明
細
書
」に
ま
と
め

て
記
載
し
た
も
の

（
な
お
、セ
ル
フ
メ
デ
ィ
ケ
ー
シ
ョ

ン
税
制
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す

る
場
合
は
、
セ
ル
フ
メ
デ
ィ
ケ
ー

シ
ョ
ン
税
制
の
明
細
書
と
必
要
書

類
。
た
だ
し
、
通
常
の
医
療
費
控

除
と
の
併
用
適
用
は
で
き
ま
せ

ん
。）

■
社
会
保
険
料
控
除
を
受
け
よ
う

と
す
る
人

国
民
年
金
保
険
料
は
、
日
本
年

金
機
構
か
ら
送
付
さ
れ
た
「
控
除

証
明
書
」
ま
た
は
領
収
書
。
そ
の

他
の
社
会
保
険
料
は
、
支
払
金
額

が
確
認
で
き
る
も
の

■
生
命
保
険
料
控
除
、
地
震
保
険

料
控
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
人

生
命
保
険
料
控
除
証
明
書
、
地

震
保
険
料
控
除
証
明
書
等

■
配
偶
者
特
別
控
除
を
受
け
よ
う

と
す
る
人

配
偶
者
の
所
得
金
額
が
分
か
る

も
の

■
寄
付
金
控
除
を
受
け
よ
う
と
す

る
人

控
除
の
対
象
と
な
る
寄
付
金
の

領
収
書
ま
た
は
証
明
書

■
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
を
受

け
よ
う
と
す
る
人

「
住
宅
借
入
金
等

特
別
控
除
チ
ェ
ッ
ク

表
」
を
参
照

■
所
得
税
の
還
付
申
告
を
し
よ
う

と
す
る
人

本
人
の
還
付
金
の
振
込
先
の
口

座
番
号
の
分
か
る
も
の

※
所
得
税
確
定
申
告
に
つ
い
て
、

詳
し
く
は
松
阪
税
務
署（
☎

０
５
９
８

－

52

－

３
０
２
１
、

自
動
音
声
案
内
後「
０
」
を
選

択
）へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

〜
申
告
相
談
会
場
に
行
か
な
く
て
も
確
定
申
告
は
で
き
ま
す
〜

国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
利
用
し
て
確
定
申
告
書
が
作
成
で
き
ま
す
。
ま
た
、

ス
マ
ホ
や
、自
宅
の
パ
ソ
コ
ン
か
らe-Tax

（
電
子
申
告
）に
よ
り
提
出
が
で
き
ま
す
。

確定申告書等
作成コーナ

国税庁 LINE
公式アカウント

申
告
を
す
る
場
合
は
、
ス
マ
ホ
申

告
が
便
利
で
す
。

無
料
税
理
士
相
談
日
（
次
頁
参

照
）
に
合
わ
せ
て
、
税
務
署
職
員

が
操
作
の
お
手
伝
い
を
し
ま
す
。

希
望
さ
れ
る
人
は
、
ス
マ
ホ
・
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
持
参
の

上
、
当
日
、
受
付
に
て
お
申
し
出

く
だ
さ
い
。

明細書

チェック表

ス
マ
ホ
申
告
体
験
会

給
与
ま
た
は
公
的
年
金
の
所
得

が
あ
る
人
で
、「
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る
さ
と
納
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や
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得
税
確
定
申
告
の
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談
・
内
容
等

所得税
確定申告

町・県民税
申告相談

令
和
４
年  

所
得
税
と
町
・
県
民
税（
住
民
税
）の
申
告

松
阪
税
務
署（
☎
０
５
９
８

－

52

－

３
０
２
１
）
明
和
町
税
務
課（
☎
52

－

７
１
１
３
）

◎
会
場
・
内
容
等

①
松
阪
税
務
署（
松
阪
合
同
庁
舎
）

■
期
間

２
月
16
日（
木
）〜

３
月
15
日（
水
）

※
土
日
祝
日
は
除
く
。

■
相
談
時
間

午
前
９
時
〜
午
後

５
時（
入
場
整
理
券
方
式・昼
休
み

対
応
あ
り
）

※
入
場
整
理
券
は
当
日
配
布
ま
た

は
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
ア
プ
リ
を
使
っ
た

オ
ン
ラ
イ
ン
事
前
発
行
で
取
得

す
る
こ
と
で
、
待
ち
時
間
な
く

申
告
相
談
を
す

る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

松
阪
税
務
署
で
は
全
項
目
の
申

告
・
相
談
が
可
能
で
す
。
譲
渡

所
得（
株
式
等
の
資
産
譲
渡
も
含

む
）、
営
業
所
得
・
住
宅
借
入
金

等
特
別
控
除
に
関
す
る
申
告
も
取

り
扱
い
ま
す
。
た
だ
し
、
町
・
県

民
税（
住
民
税
）申
告
の
相
談
は
、

役
場
研
修
室
会
場
へ
お
越
し
く
だ

さ
い
。

②
役
場
研
修
室

■
期
間

２
月
16
日（
木
）〜

３
月
15
日（
水
）

※
土
日
祝
日
は
除
く
。

■
受
付
時
間

午
前
８
時
30
分
〜

11
時
・
午
後
０
時
30
分
〜
午
後

４
時
。
受
付
順
に
番
号
札
を
お

渡
し
し
ま
す
。
午
前
中
の
受
付

は
50
番
で
終
了
し
ま
す
。

（
相
談
時
間
＝
午
前
９
時
〜
午

後
５
時
。
な
お
、
正
午
〜
午
後

１
時
は
職
員
の
対
応
と
補
助
は

あ
り
ま
せ
ん
。）

役
場
研
修
室
会
場
で
は
、
住
民

税
申
告
と
簡
易
な
確
定
申
告
の
相

談
・
受
け
付
け
を
行
い
ま
す
。

※
譲
渡
所
得
・
山
林
所
得
・
贈
与

税
に
関
す
る
相
談
は
、
松
阪
税

務
署
で
行
い
ま
す
。

な
お
、
営
業
所
得
・
住
宅
借
入

金
等
特
別
控
除
の
申
告
に
つ
い
て

は
、２
月
21
日（
火
）と
22
日（
水
）

の
２
日
間
に
限
り
税
理
士
に
よ
る

無
料
相
談
が
可
能
で
す
。（
次
頁

参
照
）

松
阪
税
務
署
と
明
和
町
で
は
、

所
得
税
と
町・県
民
税
（
住
民
税
）

の
申
告
相
談
・
申
告
受
け
付
け
を

次
の
と
お
り
行
い
ま
す
。
ま
た
、

申
告
書
は
郵
送
で
も
提
出
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

各
相
談
会
場
は
、
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
を
講
じ
た

上
で
開
設
し
ま
す
。
来
場
さ
れ
る

人
は
、
次
の
感
染
症
対
策
に
ご
協

力
を
お
願
い
し
ま
す
。

◇
検
温
を
実
施
し
、

37.5
度
以
上
の

発
熱
が
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、

入
場
を
お
断
り
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
す
。
発
熱
等
の
症
状
の
あ

る
人
や
体
調
の
す
ぐ
れ
な
い
人

は
来
場
を
控
え
て
い
た
だ
く
よ

う
お
願
い
し
ま
す
。

◇
マ
ス
ク
を
着
用
し
、
入
口
等
で

手
指
ア
ル
コ
ー
ル
消
毒
を
お
願

い
し
ま
す
。

◇
で
き
る
限
り
少
人
数
で
お
越
し

く
だ
さ
い
。

◇
筆
記
用
具
お
よ
び
計
算
器
具
を

ご
持
参
く
だ
さ
い
。

申
告
に
持
参
す
る
も
の

税
務
署
か
ら
届
い
た
確
定
申
告

の
お
知
ら
せ
ハ
ガ
キ
や
申
告
書
の

ほ
か
に
、次
の
も
の
が
必
要
で
す
。

■
申
告
者
全
員

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
。
個
人

番
号
通
知
カ
ー
ド
の
場
合
は
運
転

免
許
証
等
の
身
分
証
明
書
を
合
わ

せ
て
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

■
給
与
所
得
者
・
年
金
所
得
者

源
泉
徴
収
票

■
事
業
を
し
て
い
る
人

収
支
内
訳
書
、
収
入
金
額
お
よ

び
必
要
経
費
が
わ
か
る
も
の
（
事

前
に
収
入
金
額
や
必
要
経
費
等
の

集
計
を
お
願
い
し
ま
す
。）

■
医
療
費
控
除
を
受
け
よ
う
と
す

る
人

「
医
療
費
控
除
の

明
細
書
」に
ま
と
め

て
記
載
し
た
も
の

（
な
お
、セ
ル
フ
メ
デ
ィ
ケ
ー
シ
ョ

ン
税
制
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す

る
場
合
は
、
セ
ル
フ
メ
デ
ィ
ケ
ー

シ
ョ
ン
税
制
の
明
細
書
と
必
要
書

類
。
た
だ
し
、
通
常
の
医
療
費
控

除
と
の
併
用
適
用
は
で
き
ま
せ

ん
。）

■
社
会
保
険
料
控
除
を
受
け
よ
う

と
す
る
人

国
民
年
金
保
険
料
は
、
日
本
年

金
機
構
か
ら
送
付
さ
れ
た
「
控
除

証
明
書
」
ま
た
は
領
収
書
。
そ
の

他
の
社
会
保
険
料
は
、
支
払
金
額

が
確
認
で
き
る
も
の

■
生
命
保
険
料
控
除
、
地
震
保
険

料
控
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
人

生
命
保
険
料
控
除
証
明
書
、
地

震
保
険
料
控
除
証
明
書
等

■
配
偶
者
特
別
控
除
を
受
け
よ
う

と
す
る
人

配
偶
者
の
所
得
金
額
が
分
か
る

も
の

■
寄
付
金
控
除
を
受
け
よ
う
と
す

る
人

控
除
の
対
象
と
な
る
寄
付
金
の

領
収
書
ま
た
は
証
明
書

■
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
を
受

け
よ
う
と
す
る
人

「
住
宅
借
入
金
等

特
別
控
除
チ
ェ
ッ
ク

表
」
を
参
照

■
所
得
税
の
還
付
申
告
を
し
よ
う

と
す
る
人

本
人
の
還
付
金
の
振
込
先
の
口

座
番
号
の
分
か
る
も
の

※
所
得
税
確
定
申
告
に
つ
い
て
、

詳
し
く
は
松
阪
税
務
署（
☎

０
５
９
８

－

52

－

３
０
２
１
、

自
動
音
声
案
内
後「
０
」
を
選

択
）へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

〜
申
告
相
談
会
場
に
行
か
な
く
て
も
確
定
申
告
は
で
き
ま
す
〜

国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
利
用
し
て
確
定
申
告
書
が
作
成
で
き
ま
す
。
ま
た
、

ス
マ
ホ
や
、自
宅
の
パ
ソ
コ
ン
か
らe-Tax

（
電
子
申
告
）に
よ
り
提
出
が
で
き
ま
す
。

確定申告書等
作成コーナ

国税庁 LINE
公式アカウント

申
告
を
す
る
場
合
は
、
ス
マ
ホ
申

告
が
便
利
で
す
。

無
料
税
理
士
相
談
日
（
次
頁
参

照
）
に
合
わ
せ
て
、
税
務
署
職
員

が
操
作
の
お
手
伝
い
を
し
ま
す
。

希
望
さ
れ
る
人
は
、
ス
マ
ホ
・
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
持
参
の

上
、
当
日
、
受
付
に
て
お
申
し
出

く
だ
さ
い
。

明細書

チェック表

ス
マ
ホ
申
告
体
験
会

給
与
ま
た
は
公
的
年
金
の
所
得

が
あ
る
人
で
、「
ふ
る
さ
と
納
税
」

や
「
医
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費
控
除
」
な
ど
の
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容
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町・県民税
申告相談

令
和
４
年  

所
得
税
と
町
・
県
民
税（
住
民
税
）の
申
告

松
阪
税
務
署（
☎
０
５
９
８

－

52

－

３
０
２
１
）
明
和
町
税
務
課（
☎
52

－

７
１
１
３
）

◎
会
場
・
内
容
等

①
松
阪
税
務
署（
松
阪
合
同
庁
舎
）

■
期
間

２
月
16
日（
木
）〜

３
月
15
日（
水
）

※
土
日
祝
日
は
除
く
。

■
相
談
時
間

午
前
９
時
〜
午
後

５
時（
入
場
整
理
券
方
式・昼
休
み

対
応
あ
り
）

※
入
場
整
理
券
は
当
日
配
布
ま
た

は
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
ア
プ
リ
を
使
っ
た

オ
ン
ラ
イ
ン
事
前
発
行
で
取
得

す
る
こ
と
で
、
待
ち
時
間
な
く

申
告
相
談
を
す

る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

松
阪
税
務
署
で
は
全
項
目
の
申

告
・
相
談
が
可
能
で
す
。
譲
渡

所
得（
株
式
等
の
資
産
譲
渡
も
含

む
）、
営
業
所
得
・
住
宅
借
入
金

等
特
別
控
除
に
関
す
る
申
告
も
取

り
扱
い
ま
す
。
た
だ
し
、
町
・
県

民
税（
住
民
税
）申
告
の
相
談
は
、

役
場
研
修
室
会
場
へ
お
越
し
く
だ

さ
い
。

②
役
場
研
修
室

■
期
間

２
月
16
日（
木
）〜

３
月
15
日（
水
）

※
土
日
祝
日
は
除
く
。

■
受
付
時
間

午
前
８
時
30
分
〜

11
時
・
午
後
０
時
30
分
〜
午
後

４
時
。
受
付
順
に
番
号
札
を
お

渡
し
し
ま
す
。
午
前
中
の
受
付

は
50
番
で
終
了
し
ま
す
。

（
相
談
時
間
＝
午
前
９
時
〜
午

後
５
時
。
な
お
、
正
午
〜
午
後

１
時
は
職
員
の
対
応
と
補
助
は

あ
り
ま
せ
ん
。）

役
場
研
修
室
会
場
で
は
、
住
民

税
申
告
と
簡
易
な
確
定
申
告
の
相

談
・
受
け
付
け
を
行
い
ま
す
。

※
譲
渡
所
得
・
山
林
所
得
・
贈
与

税
に
関
す
る
相
談
は
、
松
阪
税

務
署
で
行
い
ま
す
。

な
お
、
営
業
所
得
・
住
宅
借
入

金
等
特
別
控
除
の
申
告
に
つ
い
て

は
、２
月
21
日（
火
）と
22
日（
水
）

の
２
日
間
に
限
り
税
理
士
に
よ
る

無
料
相
談
が
可
能
で
す
。（
次
頁

参
照
）

松
阪
税
務
署
と
明
和
町
で
は
、

所
得
税
と
町・県
民
税
（
住
民
税
）

の
申
告
相
談
・
申
告
受
け
付
け
を

次
の
と
お
り
行
い
ま
す
。
ま
た
、

申
告
書
は
郵
送
で
も
提
出
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

各
相
談
会
場
は
、
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
を
講
じ
た

上
で
開
設
し
ま
す
。
来
場
さ
れ
る

人
は
、
次
の
感
染
症
対
策
に
ご
協

力
を
お
願
い
し
ま
す
。

◇
検
温
を
実
施
し
、

37.5
度
以
上
の

発
熱
が
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、

入
場
を
お
断
り
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
す
。
発
熱
等
の
症
状
の
あ

る
人
や
体
調
の
す
ぐ
れ
な
い
人

は
来
場
を
控
え
て
い
た
だ
く
よ

う
お
願
い
し
ま
す
。

◇
マ
ス
ク
を
着
用
し
、
入
口
等
で

手
指
ア
ル
コ
ー
ル
消
毒
を
お
願

い
し
ま
す
。

◇
で
き
る
限
り
少
人
数
で
お
越
し

く
だ
さ
い
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◇
筆
記
用
具
お
よ
び
計
算
器
具
を

ご
持
参
く
だ
さ
い
。
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告
に
持
参
す
る
も
の

税
務
署
か
ら
届
い
た
確
定
申
告

の
お
知
ら
せ
ハ
ガ
キ
や
申
告
書
の

ほ
か
に
、次
の
も
の
が
必
要
で
す
。

■
申
告
者
全
員

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
。
個
人

番
号
通
知
カ
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ド
の
場
合
は
運
転

免
許
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等
の
身
分
証
明
書
を
合
わ

せ
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持
参
し
て
く
だ
さ
い
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■
給
与
所
得
者
・
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金
所
得
者
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泉
徴
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票

■
事
業
を
し
て
い
る
人

収
支
内
訳
書
、
収
入
金
額
お
よ

び
必
要
経
費
が
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る
も
の
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事

前
に
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入
金
額
や
必
要
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等
の
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を
お
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い
し
ま
す
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■
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費
控
除
を
受
け
よ
う
と
す

る
人

「
医
療
費
控
除
の

明
細
書
」に
ま
と
め

て
記
載
し
た
も
の

（
な
お
、セ
ル
フ
メ
デ
ィ
ケ
ー
シ
ョ

ン
税
制
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す

る
場
合
は
、
セ
ル
フ
メ
デ
ィ
ケ
ー

シ
ョ
ン
税
制
の
明
細
書
と
必
要
書

類
。
た
だ
し
、
通
常
の
医
療
費
控

除
と
の
併
用
適
用
は
で
き
ま
せ

ん
。）

■
社
会
保
険
料
控
除
を
受
け
よ
う

と
す
る
人

国
民
年
金
保
険
料
は
、
日
本
年

金
機
構
か
ら
送
付
さ
れ
た
「
控
除

証
明
書
」
ま
た
は
領
収
書
。
そ
の

他
の
社
会
保
険
料
は
、
支
払
金
額

が
確
認
で
き
る
も
の

■
生
命
保
険
料
控
除
、
地
震
保
険

料
控
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
人

生
命
保
険
料
控
除
証
明
書
、
地

震
保
険
料
控
除
証
明
書
等

■
配
偶
者
特
別
控
除
を
受
け
よ
う

と
す
る
人

配
偶
者
の
所
得
金
額
が
分
か
る

も
の

■
寄
付
金
控
除
を
受
け
よ
う
と
す

る
人

控
除
の
対
象
と
な
る
寄
付
金
の

領
収
書
ま
た
は
証
明
書

■
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
を
受

け
よ
う
と
す
る
人

「
住
宅
借
入
金
等

特
別
控
除
チ
ェ
ッ
ク

表
」
を
参
照

■
所
得
税
の
還
付
申
告
を
し
よ
う

と
す
る
人

本
人
の
還
付
金
の
振
込
先
の
口

座
番
号
の
分
か
る
も
の

※
所
得
税
確
定
申
告
に
つ
い
て
、

詳
し
く
は
松
阪
税
務
署（
☎

０
５
９
８

－

52

－

３
０
２
１
、

自
動
音
声
案
内
後「
０
」
を
選

択
）へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

〜
申
告
相
談
会
場
に
行
か
な
く
て
も
確
定
申
告
は
で
き
ま
す
〜

国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
利
用
し
て
確
定
申
告
書
が
作
成
で
き
ま
す
。
ま
た
、

ス
マ
ホ
や
、自
宅
の
パ
ソ
コ
ン
か
らe-Tax

（
電
子
申
告
）に
よ
り
提
出
が
で
き
ま
す
。

確定申告書等
作成コーナ

国税庁 LINE
公式アカウント

申
告
を
す
る
場
合
は
、
ス
マ
ホ
申

告
が
便
利
で
す
。

無
料
税
理
士
相
談
日
（
次
頁
参

照
）
に
合
わ
せ
て
、
税
務
署
職
員

が
操
作
の
お
手
伝
い
を
し
ま
す
。

希
望
さ
れ
る
人
は
、
ス
マ
ホ
・
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
持
参
の

上
、
当
日
、
受
付
に
て
お
申
し
出

く
だ
さ
い
。

明細書

チェック表

ス
マ
ホ
申
告
体
験
会

給
与
ま
た
は
公
的
年
金
の
所
得

が
あ
る
人
で
、「
ふ
る
さ
と
納
税
」

や
「
医
療
費
控
除
」
な
ど
の
確
定

広報めいわ 令和５年
（2023年） ２月号

お 知 ら せ
広報めいわ 令和５年

（2023年） ２月号
お 知 ら せ
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税
理
士
に
よ
る

無
料
税
務
相
談
所
を
開
設

■
対
象
者

①

事
業
所
得
、
不
動
産
所
得
ま

た
は
年
金
以
外
の
雑
所
得
を
有

す
る
者
の
う
ち
、
令
和
3
年
分

の
所
得
金
額
（
専
従
者
控
除
前

ま
た
は
青
色
特
典
控
除
前
）
が

３
０
０
万
円
以
下
の
人
（
譲
渡

所
得
の
あ
る
者
を
除
く
。）

②

①
の
う
ち
令
和
2
年
分
の
課

税
売
上
高
が
、
３
︐０
０
０
万

円
以
下
の
消
費
税
課
税
事
業
者

③

給
与
所
得
者
お
よ
び
年
金
受

給
者
（
譲
渡
所
得
の
あ
る
者
を

除
く
。）

④

消
費
税
の
適
格
請
求
書
保
存

方
式
（
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
）
に

つ
い
て
相
談
し
た
い
人
ま
た
は

登
録
申
請
を
し
た
い
人

■
申
告
所
得
税

３
月
15
日（
水
）

■
消
費
税
お
よ
び
地
方
消
費
税

（
個
人
事
業
者
）３
月
31
日（
金
）

■
贈
与
税

３
月
15
日（
水
）

※
納
税
は
、
安
心
で
便
利
な
振
替

納
税
を
、
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ

い
。

※
申
告
書
の
提
出
後
に
、
税
務
署

か
ら
納
付
書
の
送
付
や
納
税
通

知
な
ど
に
よ
る
お
知
ら
せ
は
し

ま
せ
ん
の
で
ご
注
意
く
だ
さ

い
。
な
お
、
納
付
書
を
お
持
ち

で
な
い
人
、
振
替
納
税
の
利
用

を
希
望
さ
れ
る
人
は
、
松
阪

税
務
署（
☎
０
５
９
８

－

52

－

３
０
２
１
、
自
動
音
声
案
内
後

「
２
」を
選
択
）
へ
ご
連
絡
く
だ

さ
い
。

所
得
税
な
ど
の
納
付
期
限

町
・
県
民
税（
住
民
税
）  

申
告
の
相
談・受
け
付
け

町
・
県
民
税（
住
民
税
）の
申
告

は
令
和
５
年
度
の
町
・
県
民
税
額

を
正
し
く
算
出
す
る
基
礎
と
な
る

も
の
で
す
。
ま
た
、
国
民
健
康
保

険
税
な
ど
の
資
料
に
も
な
り
ま
す

の
で
、
期
限
ま
で
に
必
ず
申
告
を

し
て
く
だ
さ
い
。
た
だ
し
、
次
の

人
は
町
・
県
民
税（
住
民
税
）申
告

の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

〇
所
得
税
の
確
定
申
告
を
し
た
人

〇
同
一
世
帯
の
ご
家
族
の
申
告
や

年
末
調
整
で
、
そ
の
ご
家
族
の

控
除
対
象
配
偶
者
や
扶
養
親
族

と
さ
れ
た
人
で
、
所
得
の
な

か
っ
た
人

〇
次
の
⑴
ま
た
は
⑵
に
該
当
す
る

人
で
、
申
告
に
よ
り
控
除
を
追

加
し
な
い
人

⑴
前
年
中
の
所
得
が
給
与
の
み

で
、
１
年
を
通
じ
て
１
か
所
か

ら
給
与
を
受
け
て
お
り
、
勤
務

先
か
ら
年
末
調
整
さ
れ
た
給
与

支
払
報
告
書
が
町
へ
提
出
さ
れ

た
人

⑵
前
年
中
の
所
得
が
公
的
年
金
等

の
み
で
、
支
払
者
か
ら
公
的
年

金
等
支
払
報
告
書
が
町
へ
提
出

さ
れ
た
人

※
た
だ
し
、次
の
①
~
③
の
人
は
、

確
定
申
告
が
必
要
で
す
。

①
給
与
の
年
間
収
入
金
額
が

２
０
０
０
万
円
を
超
え
る
人

②
１
か
所
か
ら
給
与
の
支
払
い
を

受
け
て
い
て
、
給
与
所
得
や
退

職
所
得
以
外
の
所
得
金
額
（
例

え
ば
、
農
業
や
不
動
産
の
貸
付

に
よ
る
所
得
や
公
的
年
金
の
所

得
な
ど
）
の
合
算
額
が
20
万
円

を
超
え
る
人

③
２
か
所
以
上
か
ら
給
与
支
払
い

を
受
け
て
い
て
、
年
末
調
整
さ

れ
な
か
っ
た
給
与
の
収
入
金
額

と
給
与
所
得
や
退
職
所
得
以
外

の
所
得
金
額
と
の
合
計
額
が

20
万
円
を
超
え
る
人

※
社
会
保
険
料
控
除
、
生
命
保
険

料
控
除
、
医
療
費
控
除
な
ど
を

受
け
よ
う
と
し
た
り
、
マ
イ

ホ
ー
ム
を
住
宅
ロ
ー
ン
な
ど
で

取
得
し
た
人
、
地
震
や
火
災
・

風
水
害
な
ど
の
災
害
に
よ
っ
て

住
宅
や
家
財
な
ど
に
損
害
を
受

け
た
人
、年
の
中
途
で
退
職
し
、

再
就
職
を
し
て
い
な
い
人
に
つ

い
て
は
、
確
定
申
告
を
す
る
と

所
得
税
が
還
付
さ
れ
る
場
合
が

あ
り
ま
す
。

町
・
県
民
税（
住
民
税
）の
申
告

相
談
は
、
役
場
研
修
室
会
場
の
ほ

か
、次
の
日
程
で
、各
地
区
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
な
ど
で
開
催
し

ま
す
。
昨
年
に
住
民
税
申
告
を
さ

れ
た
人
に
は
、
１
月
末
に
役
場
税

務
課
か
ら
案
内
と
申
告
書
な
ど
を

送
付
し
ま
し
た
の
で
、
指
定
の
日

相談日 対象地区 場　所

２月  7日（火） 明星
（有爾中周辺）有爾中区第１公民館

　　  8日（水） 斎宮 いつき会館

　　  9日（木） 明星 明星会館

　    10日（金） 大淀 大淀会館

　    13日（月） 下御糸 みいと会館

　    14日（火） 上御糸 ふれあい会館

◎
各
地
区
訪
問
日
程

※
い
ず
れ
の
場
所
も
、
受
付
時
間

は
①
午
前
８
時
30
分
~
11
時
、

②
午
後
０
時
30
分
~
午
後
４

時
。（
相
談
時
間
=
午
前
９
時

~
午
後
５
時
。
な
お
、
正
午
~

午
後
１
時
は
職
員
の
対
応
と
補

助
は
あ
り
ま
せ
ん
。）

徴
収
票
に
扶
養
家
族
の
人
数
が
記

載
さ
れ
て
い
な
い
」場
合
は
、
町・

県
民
税（
住
民
税
）申
告
で
扶
養
控

除
を
申
告
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

町
・
県
民
税
や
介
護
保
険
料
、
後

期
高
齢
者
医
療
保
険
料
な
ど
が
減

額
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で

ご
注
意
く
だ
さ
い
。

※
町
・
県
民
税（
住
民
税
）申
告
に

つ
い
て
、
詳
し
く
は
明
和
町
税

務
課（
☎
52

－

７
１
１
３
）へ

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

■
日
時

２
月
21
日（
火
）と
22
日

（
水
）午
前
９
時
30
分
~
午
後
４

時（
正
午
~
午
後
１
時
ま
で
を

除
く
）

■
場
所

役
場
研
修
室

■
担
当

東
海
税
理
士
会
松
阪
支

部
所
属
税
理
士

※
詳
し
く
は
、
松
阪
税
務
署
（
☎

０
５
９
８

－

52

－

３
０
２
４
、

ダ
イ
ヤ
ル
イ
ン
）
へ
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

時
・
会
場
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

な
お
、
申
告
書
は
郵
送
で
も
提
出

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

公
的
年
金
等
を

受
給
さ
れ
て
い
る
人
へ

所
得
が
公
的
年
金
等
だ
け
（
年

金
以
外
の
所
得
が
な
い
）
で
、
公

的
年
金
等
の
収
入
額
が
４
０
０
万

円
以
下
の
場
合
は
、
確
定
申
告
の

義
務
は
あ
り
ま
せ
ん
。し
か
し「
実

際
に
は
扶
養
し
て
い
る
が
、
源
泉

広報めいわ 令和５年
（2023年） ２月号

お 知 ら せ
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未就園児と保護者の皆さんご利用ください 【子育て支援センター   行事予定】
　子育て支援センターは、保育所や幼稚園に未就園の子どもとその保護者の皆さんにご参加いただき、各種行事など
を通じて一緒にお話したり、楽しく遊んだり、また子育てなどの情報交換ができる場です。各種行事は次のとおりで
す。皆さん、どうぞお気軽にご参加ください。
※状況により、予定を変更することがありますので、ご了承ください。
※詳細および申し込みは、電話か直接　各連絡先までお願いします。

いちごくらぶ

◎おはなし会
■日時　２月９日（木）午前10時30分～11時
■定員　10組
◎クッキングをしよう
■日時　２月10日（金）午前10時～11時
■定員　５組
◎子育てアドバイザーとおしゃべり会
■日時　２月14日（火）午前10時～11時30分
■定員　４組（各20分程度）
◎栄養相談
■日時　２月15日（水）午前10時30分～11時
■定員　２組（各15分程度）
◎コースター作り
■日時　２月21日（火）午前10時～11時
■定員　５組
◎ふわふわエアハウスであそぼう！
■日時　２月27日（月）午前10時～10時30分・
　　　　午前10時40分～11時10分
■定員　各７組
※交代時に消毒

【いちごくらぶ（明和ゆたか園２階）】
☎080－4155－0291

 http://www.toyotsujidou.com/meiwa/

月〜金（午前９時〜午後２時）

児童センター

☎52－2519
月〜土（午前９時〜正午、午後１時〜４時30分）

おひさまひろば

◎親子ふれあいヨガ（うさぎコース・２歳児向け）
■日時　２月15日（水）午前10時～10時40分
■定員　申込順・７組程度
※申込開始　２月１日（水）～（おひさまひろばにて直接申込）
※イベント当日の11時までの利用は申込者のみ
◎親子ふれあいヨガ（ひよこコース・０〜１歳児向け）
■日時　３月３日（金）午後１時30分～２時10分
■定員　申込順・７組程度
※申込開始　２月２０日（月）～（おひさまひろばにて直接申込）
※イベント当日の午後の利用は申込者のみ
◎おひさまひろばの開館日

２月１日（水）、２日（木）、３日（金）、６日（月）、１０日（金）、１５日（水）、
１６日（木）、２０日（月）、２２日（水）、２４日（金）、２８日（火）、
３月２日（木）、３日（金）、６日（月）、９日（木）、１０日（金）、１５日（水）

【おひさまひろば（保健福祉センター２階）】
☎52－7123（役場こども課）

こあら
月〜金（午前９時〜11時30分、午後１時〜２時30分）
◎リトミックであそぼう！（２〜３歳向け）
■日時　２月６日（月）午前10時～10時30分
■定員　10組　　■場所　みょうじょうこども園　遊戯室
※申込期間　１月24日（火）～31日（火）
※当日午前のこあらの部屋の利用はできません
◎ひまわりおはなし会
■日時　３月９日（木）午前10時～10時30分　   ■定員　５組
※申込期間　２月27日（月）～３月７日（火）
※当日午前のこあらの利用は申込者のみ
◎おわかれ会
■日時　３月22日（水）午前10時～10時30分
■定員　10組　　■場所　みょうじょうこども園　遊戯室
■対象　町内在住で令和５年度に就園が決定している
　　　　お子さんとその保護者
※申込期間　２月20日（月）～28日（火）
※当日午前のこあらの部屋の利用はできません
【こあら（みょうじょうこども園内）】
☎53－0550

不定期（午前９時〜11時30分、午後１時〜２時30分）

　明和町地域包括支援センターでは、認知症の方や家族介
護者の方の交流、情報交換や気分転換を目的に「脳の健
康  つながりサロン」を次のとおり開催します。
　今回は、健やか薬局くろべ店の管理栄養士の方による、
栄養について楽しく学べるミニ講話もあります。ぜひ、お
気軽にお立ち寄りください。

日　時　２月21日（火）午後１時30分～３時
場　所　保健福祉センター　　
参加費　無料（飲み物は各自でご持参ください）
参加申し込み　明和町地域包括支援センター

　　　　　　　　（☎52－7127）へお申し込みください。
　※認知症の方がお一人で参加される場合は送迎をします

ので、ご希望の方はあわせてお申し込みください。

　明和町地域包括支援センターでは、認知症の方や家族介

　脳の健康つながりサロン

明和町大字斎宮3793番地9
72-8595

お気軽にご相談ください
※要予約

（有料広告）

多気郡明和町斎宮1497-45 

新築、リフォーム、小さい修理、住まいのお困り事
など、建築のことならお気軽にご相談ください。 

三重県知事許可（般）29-7363

ホームページや SNS からも 
情報発信しています！ 

たなか建築 検索

（有料広告）

広報めいわ 令和５年
（2023年） ２月号

お 知 ら せ
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１
歳
半
健
診

（
対
象
:
１
歳
６
ヵ
月
児
）

●
２
月
７
日
（
火
）

３
月
７
日
（
火
）

●
受
付
時
間

午
後
１
時
10
分
~
１
時
30
分

●
持
ち
物

母
子
健
康
手
帳
、
健
康
診
査
票

２
歳
半
の
き
ょ
う
し
つ

（
対
象
:
２
歳
６
ヵ
月
児
）

●
２
月
14
日
（
火
）

３
月
１
日
（
水
）

●
受
付
時
間

午
前
９
時
~
９
時
15
分

幼
児
健
診
日
程

（
対
象
の
方
に
は
す
で
に
個
別
で
通
知
し
て
い
ま
す
）

●
持
ち
物

母
子
健
康
手
帳
、
発
達
調
査
票

３
歳
児
健
診

（
対
象
:
３
歳
６
ヵ
月
児
）

●
２
月
21
日
（
火
）

３
月
14
日
（
火
）

●
受
付
時
間

午
後
１
時
10
分
~
１
時
30
分

●
持
ち
物

母
子
健
康
手
帳
、健
康
診
査
票
、

眼
耳
ア
ン
ケ
ー
ト
、
検
尿

育
児
相
談

（
乳
幼
児
で
月
齢
は
問
い
ま
せ
ん
）

■日　　時　2月３日（金）、10日（金）
　　　　　　初級コース　午前９時～ 10時
　　　　　　中級コース　午前10時30分
　　　　　　　　　　　　～ 11時30分
■場　　所　Dreamオーシャン総合体育館
■持ち物等　運動しやすい服装、運動シューズ、
　　　　　　水分（お茶など）、タオル

　初めての方大歓迎！申し込みは不要です。ど
なたでも参加できますので、希望の方は当日
Dreamオーシャン総合体育館へお越しください。

今よりも若々しいカラダをGET！
おとな元気教室に
ご参加ください！

健康あゆみ課　健康づくり係　☎52－7115

●
２
月
２
日
（
木
）

３
月
２
日
（
木
）

●
受
付
時
間

午
前
９
時
30
分
~
11
時
、

午
後
１
時
30
分
~
２
時
30
分

●
持
ち
物

母
子
健
康
手
帳

●
申
し
込
み
不
要

離
乳
食
教
室

●
日
・
対
象
者

２
月
17
日
（
金
）
午
前
10
時
~

11
時
30
分
=
離
乳
食
に
つ
い
て

知
り
た
い
方

●
内
容

離
乳
食
に
つ
い
て
の
話

●
持
ち
物

母
子
健
康
手
帳

●
申
し
込
み

２
月
10
日（
金
）
ま
で
に
健
康

あ
ゆ
み
課（
☎
52

－

７
１
１
５
）

へ※
先
着
10
人

社協だより 明和町社会福祉協議会（明和の里内）
三重県多気郡明和町大字馬之上 917-1
TEL 52・7056　FAX 52・7057
http://www.ma.mctv.ne.jp/～mei-skyo/

たくさんのご寄付をいただき　ありがとうございます

　日本赤十字社三重県支部の一
部助成金を受け、災害救護用自
動車が新たに配備されました。
この車両は、災害時の救護活動
や赤十字事業の実施などに活用
させていただきます。

　松阪市の紙小津産業株式会社より、「OBENTO PROJECT」
へのご支援として、日々使用している弁当容器を製造元の中央
化学株式会社のご協賛をいただきご寄付いただきました。
　また、クリスマスシーズンでお忙しい中、明和町のパティス

リーパパより、シェフ特製のクリ
スマスケーキをご寄付いただきま
した。

日本赤十字社
災害救護用自動車配備

　「OBENTO PROJECT」は地域
住民の皆さんをはじめ、町内外のあらゆる企業、団体と
協働で活動を継続しています。
　社会福祉協議会では皆さんとの協働した活動を展開し
たいと願っています。この活動に興味のある企業や団体
等、お気軽にお問い合わせください。

　子ども食堂とは、子どもが１人でも安心して入
れて無料もしくは低額で食事ができる場所のこ
とを言います。（三重県「子ども食堂開設ハンド
ブック」より。）
　そんな場所を開設してみたいという方は、ぜひ
ご相談ください。

　住民ほけん課　地域福祉係　☎52－7116  
　明和町社会福祉協議会　　　☎52－7056

子ども食堂の開設をご検討の方へ

子ども食堂についてのお問い合わせ

広報めいわ 令和５年
（2023年） ２月号

お 知 ら せ
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日
曜
開
庁
で
は
、
住
民
票
や
戸
籍
な
ど
各
種
証
明
書
の
発
行
な

ど
を
行
っ
て
い
ま
す
！

取
扱
業
務
は
「
窓
口
事
務
」
が
中
心
と
な
り
ま
す
。
左
の
二
次

元
コ
ー
ド
か
ら
利
用
可
能
な
業
務
を
チ
ェ
ッ
ク
し
て
か
ら
お
越
し

く
だ
さ
い
。

２
月
の
町
税
・
保
険
料
の
納
期
は
次
の
と
お
り
で
す
。（
年
金
天

引
き
を
除
く
）

■
固
定
資
産
税
=
第
４
期
分

■
国
民
健
康
保
険
税
・
介
護
保
険
料

=
各
第
11
期
分

■
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
=
第
８
期
分

納
期
限
は
２
月
28
日（
火
）で
す
︒
期
限
を
過
ぎ
ま
す
と
、
延
滞
金

が
加
算
さ
れ
る
場
合
お
よ
び
財
産
差
押
え
等
の
滞
納
処
分
を
受
け
る

こ
と
が
あ
り
ま
す
。
町
税
・
保
険
料
の
納
付
は
納
期
限
内
に
、
ま
た

督
促
状
が
届
い
た
場
合
は
す
ぐ
に
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。

口
座
振
替
を
ご
利
用
の
場
合
は
２
月
27
日
（
月
）
に
振
替
し
ま
す

の
で
、
金
融
機
関
口
座
の
残
高
確
認
を
お
願
い
し
ま
す
。

納
税
に
は
、
便
利
で
安
全
な
「
口
座
振
替
」
の
ご
利
用
を
お
勧
め

し
ま
す
。
金
融
機
関
の
通
帳
・
届
出
印
を
ご
持
参
の
う
え
、
税
務
課

ま
た
は
町
内
金
融
機
関
窓
口
で
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

※
詳
し
く
は
、
税
務
課
（
☎
52

－

７
１
４
３
）
へ
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

２
月
の
日
曜（
窓
口
）開
庁
予
定
日
の
お
知
ら
せ

詳
細
内
容
は
、
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
い
た
だ
く
か
、
総
務

防
災
課
（
☎
52

－

７
１
１
１
）
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

【
町
税・保
険
料
の
納
期
の
お
知
ら
せ
】

　町民の方を対象に、無料の弁護士相談会を開催します。秘密は守りますので、お気軽にご相談ください。
（町についての相談など利益相反のある内容はお受けできない場合があります。）
日・場所　２月10日（金）　保健福祉センター　和室
　　　　　２月21日（火）　中央公民館　小会議室B
　　　　　２月27日（月）　保健福祉センター　相談室
相談時間　①午前10時～　②午前11時～　③午後２時～　④午後３時～
申込方法　２月１日（水）から受付開始。総務防災課総務係へ前日までにお申し込みください。（先着順）
　　　　　☎52－7111　　メール　kouchou@town.mie-meiwa.lg.jp

無料弁護士相談

２月の開庁日は、
　５日、12日、
　19日、26日

　町民の皆さんから多くのご意見をいただ
き、町政に反映していくため「出張座談会」
を実施しています。地域にお邪魔して皆さん
と町政の様々な分野で意見交換を行います。
　申し込みは、開催希望日の２週間前まで
に、まちづくり戦略課秘書係へご連絡くださ
い。日程の調整等をさせていただきます。

町長出張座談会を
しませんか?

まちづくり戦略課　秘書係　☎52－7112

　住民の皆さまと、新しい小学校等や閉校・閉園予定施設
（大淀小学校・上御糸小学校・下御糸小学校・ささふえ保
育所）の跡地利用など、校区再編に関することについて、
担当職員が地域へ出向き、意見交換を行っています。

新しい小学校等や跡地利用
についてお話しませんか？

対　　象　町内に在住・在勤する原則５人以上で構成する
各種団体・グループ（自治会やボランティア団
体、住民の皆さまなど）

開催場所　申請者が希望する場所
　　　　　（場所の確保は申請者でお願いします。）
開催日時　申請者が希望する日時
　　　　　（業務の関係上、ご希望の日時に沿えない場合

があります。）
申込方法 所定の申込書（町ホームページまたは小学校区

編制推進室窓口で入手できます）に必要事項を
記入し、小学校区編制推進室（☎63－5460）
へご提出ください。

広報めいわ 令和５年
（2023年） ２月号

お 知 ら せ
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２月と３月の相談窓口のご案内
１.【行政相談】窓口（各日４部・予約制）
　行政相談員による行政相談会を、下記のとおり予約制
で開設します。ご希望の方は、開設日の一週間前までに
電話予約をお願いします。
■日時・場所　 ２月 ７ 日（火）　役場２階　大会議室
　　　　　　　 ３月 ７ 日（火）　役場２階　大会議室
１部  午前 ９ 時30分～ 10時、２部  午前10時～ 10時30分
３部  午前10時30分～ 11時、４部  午前11時～ 11時30分
2.【消費生活相談】窓口（平日・予約制）
　消費生活相談員による消費生活相談窓口（消費生活に
関する苦情やトラブル等）は、予約制でご利用いただけ
ます。相談日は、相談者から希望日時をお聞きし、相談
員と調整の上、決定します。皆さん、お気軽にご利用く
ださい。
■予約可能日　平日
■開催時間帯　午前９時～正午・午後１時～５時
■相談時間　１時間以内
■開催場所　役場内
※１．２についてのお申し込みやご質問は、生活環境課 住

民協働係（☎52－7117）へお問い合わせください。
3.【法的トラブル】窓口
　法的トラブルで困ったときは、国によって設立された
法的トラブルの「総合案内所」の法テラス（正式名称　
日本司法支援センター）まで、お電話ください。
○法テラス・サポートダイヤル
　（平日＝午前９時〜午後９時・土曜日＝午前９時〜
　   午後５時・日曜日・祝日・年末年始を除く）
　　　　　 おなやみなし

4 4 4 4 4 4

　☎0570－078374（一般）　
　　　　　 なく

4 4

ことないよ
4 4 4

　☎0570－079714（犯罪被害者支援ダイヤル）
○三重地方事務所（平日午前９時〜午後５時）
　☎0570－078344（代表）
　ＩＰ電話からは050－3383－5470
　詳細は、法テラスＨＰへ
　（https://www.houterasu.or.jp）

　三重県行政書士会松阪支部による無料相談会が、
次のとおり予約制で開催されます。皆さん、お気軽
にご利用ください。

日　時　３月２日（木）午後１時30分～午後４時
　　　　１組の相談時間は30分程度
場　所　役場１階　相談室２

　相談できる内容は相続に関すること、または遺言に
関することです。ご質問やご予約については直接、行
政書士会松阪支部（☎080－4845－0188）までご連
絡ください。

三重県行政書士会松阪支部 による
無料相談会

明和観光商社「健康サロン」毎月イベントのお知らせ

　ルールなし！書き順なし！自分の想いのまま筆を
はしらせる新感覚の書、それが「 己

おのれ

書
しょ

」です。
　自分の世界観を創りだしてみませんか？

日　　時　２月７日（火）　午後１時30分～３時30分
場　　所　旧なりひら保育所（大淀）
参  加  費　1,000円
定　　員　12人
お申し込み 明和観光商社　澤村

☎67－6850

まるでアート☆己
おのれ

書
しょ

道場体験
～筆ペンで描く味わい深い文字～

■ 最大震度別地震回数（令和4年12月1日〜31日）
震　度 １ ２ ３ ４ 5弱 5強 6弱 6強 ７ 合計
全　国 89 38 11 3 0 0 0 0 0 141

明和町※ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
※役場に設置の計測震度計による。

1 月の人口
  総人口：22,910 人
  　　男：11,027 人
  　　女：11,883 人
  世帯数：9,456 世帯

12 月中の主な増減
出　生：   12 人
死　亡：   31 人
転入等：   43 人
転出等：   49 人

■ 町内の治安情勢（概数）
11 月 合計（１～11月）

本年 前年同期比 本年 前年同期比
空き巣ねらい 0 0 0 0

忍び込み 0 0 0 0
車上ねらい 0 0 3 1
部品ねらい 0 0 2 0

オートバイ盗 0 0 0 － 1
自転車盗 0 － 1 3 － 1

その他（※） 4 1 56 － 7
（※）「その他」は、その他の刑法犯（凶悪犯、知能犯  など）

人のうごき

■ 町内の交通事故発生状況（概数）
11月 合計（１～11月）

本年 前年同期比 本年 前年同期比
人身事故件数 2 － 1 30 5

負傷者数 2 － 3 44 14
死者数 0 0 0 0

広報めいわ 令和５年
（2023年） ２月号

お 知 ら せ



14

●普通救命講習会
〜あなたにできる応急手当の講習会を開催します〜

◎日　時　３月５日（日）午前９時～正午
◎場　所　多気町片野2448番地　松阪南消防署
　　　　　松阪勢和分署　会議室
◎内　容　心肺蘇生法、AED使用法など
◎定　員　10人　先着順（無料）
◎募集期間　２月21日（火）～３月２日（木）
※応急手当WEB講習を事前に受講された方は、講習

時間が１時間短縮されます。詳しくは、松阪消防
ホームページをご覧ください。

※中止の際は、松阪地区広域消防組合ホームページに
掲載します。
　　　 松阪消防　 で検索。

◎お申し込み・お問い合わせ
　松阪地区広域消防組合　松阪南消防署松阪勢和分署
　岡村・木屋　☎0598－49－2124

●福祉・介護の職場体験及び動画視聴
　　　　　　参加者募集  （参加費無料）
【対象となる方】
・これから福祉の職場への就職を考えている方
・福祉関係の資格を有しながら、福祉・介護の仕事に

就いていない方
・転職をお考えの方　など…
※学生さんもOKです。福祉の資格・経験は問いません。

●職場体験〜施設を訪問して、実際の仕事を体験〜
◎体験内容　利用者との交流、利用者の介護・介助

（車いす・食事・入浴など）、作業補助
（配膳・清掃など）

◎体験場所　県内福祉施設・事業所（高齢者・障がい
者・児童）

◎体験日数　２～ 10日間（１日６～８時間）
◎申込期限　令和5年2月末まで
※体験場所・日時はご希望により調整します。
※希望時期や感染症等の状況によっては調整が難しい場合

もあります。
※交通費、昼食代などは参加者負担です。

●職場体験動画視聴
〜動画を観て、福祉施設の1日の仕事を疑似体験〜
『観

み

て体験！福祉のしごと』
◎動画再生時間　１施設あたり約30分
　　　　　　　　現在５施設視聴可能
◎動画内容　施設紹介、１日の流れ（業務の様子）、
　　　　　　職員インタビュー
※動画視聴はインターネットに接続したパソコン、タブ

レット、スマートフォン等が必要です。
※インターネット通信料は参加者負担です。
◎お申し込み

右の二次元コードからお申し込みください。
◎お問い合わせ
　社会福祉法人　三重県社会福祉協議会　
　三重県福祉人材センター　職場体験担当
　☎059－227－5160（平日午前９時～午後５時）

三重県福祉人材センター

●教育講演会＆ワークショップ
　「７ヵ国語で話そう。」
　（一財）言語交流研究所ヒッポファミリークラブでは、
多国語の習得と国際交流を深めることを目的に、講演
会とワークショップを開催します。
◎日　時【講演会】

　２月12日（日）午前10時～正午
　２月19日（日）午前10時～ 11時30分
　２月23日（木・祝）午後２時～３時30分
【ワークショップ】
　２月26日（日）午後２時～３時30分
　３月 ３ 日（金）午後７時～８時30分

◎会　場　オンライン（ＺＯＯＭ使用）
◎参加費　無料（要事前申し込み）
◎申し込み　☎0120－557－761（受付時間　平日　　　　　　

の午前10時～午後５時　締切は前日午
後５時）

◎お問い合わせ　(一財) 言語交流研究所　中部本部
　　　　　　　　☎052－581－6531

●公共職業訓練（ハロートレーニング）
　受講生募集のお知らせ
　ポリテクセンター伊勢では、求職者が早期に再就職
できるよう、ものづくり分野に特化した職業訓練を実施
しています。
◎訓練場所　ポリテクセンター伊勢（伊勢市小俣町明野

685）
◎訓練科名　機械・CAD科
◎対　　象　再就職を希望し、公共職業安定所に求職

申し込みをしている人
※受講料は無料ですが、別途テキスト代・作業服代が

必要です。
◎入  所  月　３月　　
◎定　　員　15人
◎訓練期間　令和５年３月16日（木）
　　　　　　～令和５年９月12日（火）
◎説  明  会　２月６日（月）、２月13日（月）
　　　　　　いずれかの日にご参加ください。
◎入所選考日　２月15日（水）
※入所選考後でも追加募集を行う場合がありますので、

ポリテクセンター伊勢までお問い合わせください。
◎お問い合わせ

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構三重
支部三重職業能力開発促進センター伊勢訓練セン
ター（ポリテクセンター伊勢） ☎0596－37－3121

広報めいわ 令和５年
（2023年） ２月号

お 知 ら せ
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☆おはなし会
　おはなし小槌さんによる絵本と紙芝居の読み聞か
せです。
　参加者の方には「お楽しみプレゼント」があります。
■体験日時：
２月25日（土）
午前10時～午前10時30分
■定員：20人
■申し込み：
電話予約受付中
（定員になり次第終了）

☆はたおり体験
麻織りと絹織りから選べます。初めての方は麻

織りの方が簡単に作れます。草木染の糸を使い、ラ
ンチョンマットサイズの作品を織りあげましょう。
■体験日時：
３月11日（土）
午前10時～正午
午後１時30分
　～午後３時30分
■参加費：
麻・絹　各2,000円
■定　員：麻：各４人／絹：各２人
■申し込み：２月１日(水)９時３０分から電話予約開始
（定員になり次第終了）

☆斎宮コスプレ物語
　古代建築のロケーションを存分に楽しんでいただ
けるコスプレイベント
です。趣のある建物や
自然の中で素敵な写真
を撮ってみませんか。
■体験日時：
３月21日（火・祝）
午前10時～午後４時
■参加費：一般1,000円　小学生以下500円
■定員：男性10人　女性20人　カメラマン40人
■申し込み：
『こくちーずプロ』にて２月１日(水) ～２月28日
(火)まで（定員になり次第終了）
　詳しくはホームページをご覧ください。

小林農産ふるさと会館からお知らせ

○おはなし会
◆おはなし小槌（対象：幼児から）
■日時：２月26日（日）午後２時～
■場所：１階児童室
■内容：絵　本「はやくねてよ」「空の絵本」
　　　　紙芝居「さるとうさぎとがまがえる」
◆会館スタッフ（対象：乳幼児向け）
■日時：２月23日（木）午前11時～
■場所：１階児童室

○ワークショップ
　「へんてこ  いきものに  へんしん！」
■日時：２月26日（日）　午前10時～ 11時30分
■場所：２階多目的室
■対象：幼児～小学生
　※幼児は保護者同伴でお願いします。
■定員：先着10人
■参加費：500円
■持ち物：はさみ、のり
■講師：辻美穂さん（アトリエミホ）
■申し込み：２月７日（火）正午～　小林農産ふる

さと会館へ直接または電話でお申し込
みください。

　※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、保護
者等の付き添いは必要最小限の人数でお願いし
ます。

○特別展「竹茗舎展」「アトリエミホ・アトリエ
コバ  子どもたち展」　※開催中

■期間：１月５日（木）～２月19日（日）
■場所：２階特別展示室

○２月の休館日
　６日（月）、13日（月）、20日（月）、27日（月）、
28日（火／月末館内整理日）
※11日（土／建国記念の日）、23日（木／天皇誕生日）

は祝日開館します。

○おねがい
・新型コロナウイルス感染拡大防止のため、特に行

事等へ参加の際は、検温・マスクの着用・手指消
毒を忘れずにお願いします。

・新型コロナウイルス感染状況等により、図書館
サービスや行事等を変更させていただくことがあ
ります。ご了承ください。

詳しくは、小林農産ふるさと会館（☎ 52－7131）、
ホームページ（http://meiwa-li.hp4u.jp/）へ

いつきのみや歴史体験館からお知らせ

お申し込み・その他の体験等のお問い合わせは、
いつきのみや歴史体験館（☎52－3890）へ

※状況により、変更・中止になる場合がございます
のであらかじめご了承ください。

広報めいわ 令和５年
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❶リモコンの
「地上デジタル」
　を選択

❷チャンネル番号
「12」を選択

❸チャンネル上下
　ボタンの「上」を
　1回押す

行政チャンネル視聴方法

明和町行政チャンネル番組表
〈１月26日木〜３月２日木〉

　明和町行政チャンネルは「松阪ケーブルテレビ」網で放送しています。放送内
容は、原則として毎週木曜日の正午（午後０時）に更新します。また、放送内
容・時間等を予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。

　詳しくは、総務防災課（☎52－7111）へお問い合わせください。

   0：00　明和町情報番組 め〜ナビ
　　　　　　00分〜　　ニュース
　　

〜

　　　15分頃〜　トピックス
　　　　　　※繰り返し放送

  24：00
　　　　　（放送休止2：00〜 3：00）

期間 明和町情報番組め～ナビ  内容
  １月26日木～
  2月   2日木

●ニュース：めいわ文化遺産連続講座
●トピックス：祝！二十歳 ～あの頃の思い出～

  2月   2日木～
  2月   9日木

●ニュース：地域公共交通の  リ ･ デザインシンポジウム
●トピックス：地域で活躍！明和町消防団

  2月   9日木～
  2月16日木

●ニュース：美し国三重市町対抗駅伝  明和町選手団試走
●トピックス：祝！二十歳 ～あの頃の思い出～

  2月16日木～
  2月23日木

●ニュース：もうすぐ 1 年生！
●トピックス：松阪地域定住自立圏番組

  2月23日木～
  3月   2日木

●ニュース：美し国三重市町対抗駅伝
●トピックス：ありがとう、みんなの修正小学校

役場電話番号一覧
明和町役場
☎52－7111（代表）　

総務防災課
　☎52－7111
　☎52－7110（防災）
税務課
　☎52－7113（課税）
　☎52－7143（収納）
住民ほけん課
　☎52－7114（住民登録）
　☎52－7116
健康あゆみ課
　☎52－7115
　☎63－5461（介護・障がい）
生活環境課　☎52－7117
人権センター　☎55－3052
産業振興課　☎52－7118
農業委員会事務局
　☎52－7149
建設課　☎52－7119
上下水道課　☎52－7120
教育課　☎52－7124
こども課　☎52－7123
小学校区編制推進室
　☎63－5460
まちづくり戦略課
　☎52－7112
斎宮跡・文化観光課
　☎52－7126（文化財）
　☎52－7138（観光）
会計課　☎52－7121
議会事務局　☎52－7122

放送時間・番組

（有料広告）

（有料広告）




